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一
序
説

Ｈ
わ
が
国
で
は
、
死
者
の
人
格
権
の
私
法
上
の
保
護
は
、
つ
い
最
近
ま
で
、
判
例
、
学
説
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
た

（
１
）

こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
臼
井
吉
見
箸
の
「
事
故
の
て
ん
ま
つ
」
が
故
川
端
康
成
氏
と
そ
の
遺
族
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
侵
害
し
た
か
ど
う
か
争
わ
れ
た
事
件
お
よ
び
城
山
三
郎
箸
の
故
広
田
弘
毅
元
首
相
の
伝
記
小
説
「
落
日
燃
ゆ
」
判
決
を
契
機
に
同

問
題
が
学
問
上
も
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
「
事
故
の
て
ん
ま
つ
」
事
件
は
、
昭
和
五
一
一
年
八
月
一
六
日
に
原

告
（
川
端
氏
の
未
亡
人
と
養
女
）
と
被
告
（
著
者
と
出
版
社
）
間
に
和
解
が
成
立
し
、
死
者
に
人
格
権
が
存
続
す
る
か
ど
う
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
機
会
を
失
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
「
落
日
燃
ゆ
」
事
件
は
、
昭
和
五
一
一
年
七
月
一
九
日
に
東

六
結
び

二
死
後
の
一
般
的
人
格
権
の
法
構
成

三
人
格
お
よ
び
名
誉
の
私
法
上
の
保
謹
の
新
秩
序
の
た
め
の
法
律
案

四
間
接
的
な
死
者
の
人
格
保
護

五
直
接
的
お
よ
び
間
接
的
な
死
者
の
人
格
保
護
の
比
較

ド
イ
ツ
私
法
に
お
け
る
死
者
の
人
格
保
護

序
説

安
次
富
哲
雄
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（
２
）

京
地
裁
で
、
ま
た
昭
和
五
四
年
三
月
一
四
日
に
東
京
高
鍵
飽
そ
れ
ぞ
れ
判
決
が
出
さ
れ
た
。
同
事
件
の
事
案
は
、
同
小
説
中
の
「
そ

れ
に
、
相
手
は
花
柳
界
の
女
だ
け
で
は
な
い
。
部
下
の
妻
と
の
関
係
も
う
ん
ぬ
ん
さ
れ
た
。
（
潔
癖
な
広
田
は
、
そ
う
し
た
佐
分
利
の

私
行
に
、
『
風
上
に
も
置
け
ぬ
』
と
、
眉
を
ひ
そ
め
て
い
た
）
」
と
い
う
文
章
が
、
故
佐
分
利
貞
男
元
駐
支
公
使
の
名
誉
を
穀
損
し
、
故

人
を
実
父
の
よ
う
に
敬
愛
し
て
い
る
Ｘ
（
佐
分
利
氏
の
甥
）
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
耐
え
が
た
い
精
神
的
苦
痛
を
味
わ
っ
た
と
し
て
Ｙ

（
著
者
）
を
相
手
に
謝
罪
広
告
と
慰
謝
料
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
東
京
地
裁
は
、
死
者
に
対
す
る
（
虚
偽
虚
妄
に
よ
り
、
ま
た

故
意
、
過
失
に
基
づ
く
）
名
誉
段
損
行
為
が
、
遺
族
の
死
者
に
対
す
る
敬
愛
追
慕
の
情
等
の
人
格
的
利
益
を
社
会
的
に
妥
当
な
受
忍

限
度
を
こ
え
て
侵
害
す
る
場
合
に
、
遺
族
は
救
済
を
求
め
う
る
、
と
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
死
者
に
対
す
る
敬
愛
追
慕
等
の

遺
族
の
固
有
の
人
格
権
の
保
護
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
死
者
は
そ
れ
を
通
じ
て
間
接
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ

に
反
し
、
控
訴
審
は
、
「
死
者
の
名
誉
な
い
し
人
格
権
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
刑
法
一
一
一
一
一
○
条
二
項
及
び
著
作
権
法
一
一
八
○
条
は
こ
れ

を
肯
定
し
、
法
律
上
保
謹
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
右
の
ほ
か
、
一
般
私
法
に
関
し
て
は
直
接
の
規
定
は

な
い
が
、
特
に
右
と
異
な
る
考
え
方
を
す
べ
き
理
由
は
見
出
せ
な
い
か
ら
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
も
、
法
律
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
権

（
４
）

利
な
い
し
利
益
と
し
て
、
そ
の
侵
害
行
為
に
つ
き
不
法
行
為
成
立
の
可
能
性
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
一
般
論
と
し

て
は
、
死
者
の
人
格
権
な
い
し
利
益
を
認
め
た
が
、
本
件
は
、
Ｘ
目
か
ら
が
、
著
し
い
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
に

対
す
る
不
法
行
為
を
主
張
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
し
て
、
遺
族
の
敬
愛
追
慕
等
の
人
格
権
侵
害
の
成
否
を
判
断
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
判
例
の
方
向
も
、
一
般
的
に
は
、
死
者
の
人
格
権
の
存
続
を
肯
定
す
る
方
向
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
控
訴
審

（
５
）

も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
死
者
の
権
利
を
行
使
す
る
者
の
範
囲
等
の
具
体
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

前
述
両
事
件
を
契
機
に
書
か
れ
た
論
文
や
、
「
落
日
燃
ゆ
」
判
決
の
評
釈
中
で
、
五
十
嵐
清
、
斉
藤
博
両
教
授
も
死
後
の
人
格
権
を

肯
定
す
る
立
場
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
判
例
通
説
を
参
考
に
理
論
構
成
を
試
み
て
お
ら
れ
電
こ
の
よ
う
に
、
死
者
の
人
格
権
保
護
に
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関
す
る
研
究
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
開
始
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
本
稿
も
、
わ
が
国
で
の
同
問
題
の
解
明
に
資
す
る
こ
と
を
志

（
７
）

向
し
て
、
ド
イ
ツ
法
の
詳
細
な
紹
介
を
試
み
る
次
第
で
あ
る
。

ロ
前
述
し
た
よ
う
に
、
死
者
の
人
格
の
保
護
の
問
題
は
、
わ
が
国
で
は
、
や
っ
と
問
題
が
意
識
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
全
く
新
し

い
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
比
較
法
的
に
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
新
し
い
問
題
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
保
護
の
与
え
方
を
み
る
と
、

死
者
の
人
格
権
の
存
続
を
認
め
、
そ
れ
を
直
接
に
保
護
す
る
ド
イ
ツ
法
の
行
き
方
と
死
者
の
人
格
権
の
存
続
を
認
め
ず
、
死
者
の
人

格
侵
害
が
同
時
に
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
（
尊
崇
感
情
、
追
憶
）
侵
害
と
な
る
場
合
に
、
遺
族
か
ら
の
請
求
を
認
め
る
と
い
う
間
接

的
な
方
法
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
イ
ス
法
は
、
こ
の
間
接
的
保
護
の
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
形
式
的
に
は
、
英
米
法
も
、
こ
の
方

法
を
採
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
し
か
し
厳
密
に
言
え
ば
、
英
米
法
は
、
死
者
の
保
護
を
原
則
的
に
否
認
す
る
立
場
を
採
っ

（
８
）

英
米
法
で
は
、
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
権
利
は
、
一
身
専
属
的
な
も
の
で
あ
り
、
侵
害
に
対
す
る
訴
権
も
こ
の
侵
害
を

う
け
た
本
人
に
専
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
、
死

者
の
遺
族
が
代
わ
っ
て
訴
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
死
者
の
人
格
の
直
接
の
保
護
は
禁
じ
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
処
理
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
建
前
か
ら
き
て
お
り
、
制
定
法
が
明
文
で
こ
れ
を
変
更
し
て
、
死
者
に
も

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
成
立
を
認
め
る
と
き
は
別
で
あ
る
。
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ユ
タ
、
ヴ
ァ
ジ
ニ
ァ
等
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
救

済
を
死
者
に
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
定
法
が
な
い
場
合
に
は
、
死
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
が
同
時
に
生
存
者
た
る
原

告
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
な
る
場
合
に
、
原
告
の
固
有
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
し
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
の

例
で
は
、
生
後
ま
も
な
く
死
亡
し
た
奇
形
児
の
写
真
を
勝
手
に
と
り
、
公
表
し
た
者
に
対
す
る
親
か
ら
の
差
止
と
損
害
賠
償
の
請
求

（
９
）

に
つ
い
て
、
親
自
身
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
た
判
例
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
奇
形
の
子
の
出
生
は
、
通
常
人

て
い
る
と
解
さ
れ
る
。



琉大法学第27号 (1980） 3８

死
者
に
対
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
名
誉
段
損
が
同
時
に
遺
族
の
同
法
益
の
侵
害
に
な
る
場
合
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
例
外
的
に

し
か
生
ぜ
ず
、
こ
の
こ
と
を
死
者
の
人
格
の
保
護
の
側
か
ら
言
え
ば
、
ご
く
ま
れ
な
場
合
に
し
か
保
謹
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
の
程
度
の
救
済
で
は
、
あ
く
ま
で
、
遺
族
の
固
有
の
人
格
の
保
護
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
間

接
的
に
せ
よ
死
者
の
保
護
を
な
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

ス
イ
ス
法
は
、
一
般
的
人
格
権
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
を
お
い
て
い
る
（
シ
ュ
・
囹
呉
田
）
。
ス
イ
ス
民
法
（
只
崗
）
一
一
八
条
は

「
そ
の
人
格
的
諸
関
係
を
権
限
な
く
侵
害
さ
れ
た
者
は
、
妨
害
の
除
去
を
請
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
…
…
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し

か
し
、
死
者
の
人
格
権
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
法
も
ド
イ
ツ
法
と
同
様
に
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

ス
イ
ス
の
判
例
、
学
説
は
、
ド
イ
ツ
法
と
は
対
照
的
に
、
死
者
の
人
格
権
を
否
定
す
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
。

（
、
）

ス
イ
ス
法
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
人
格
権
は
、
死
を
以
っ
て
終
了
し
、
死
後
に
は
存
続
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
一
般
的
人

格
権
は
、
相
続
も
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
に
対
し
て
、
名
誉
毅
損
的
な
主
張
が
な
さ
れ
た
り
、
死
者
の
生
活
像
が
歪
曲

名
誉
篝
の
場
合
も
、
死
譽
に
対
す
る
名
鑿
損
が
、
蟇
生
存
者
に
対
し
て
も
、
名
誉
駿
損
と
な
る
場
合
ｌ
た
と
え
ば

遺
族
の
名
が
死
者
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
結
び
つ
け
の
結
果
、
名
を
あ
げ
ら
れ
た
人
の
名
声
に
影
響
を

与
え
、
か
つ
そ
の
蟇
的
非
行
を
激
し
く
非
難
す
る
よ
う
な
事
例
ｌ
に
は
そ
の
農
か
ら
謙
を
提
起
し
う
る
・
こ
の
場
倉
死

者
の
名
誉
殴
損
と
は
関
係
な
く
、
そ
の
遺
族
自
身
の
名
誉
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
の
名
誉
を
侵

害
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
に
生
存
者
の
名
声
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
程
度
で
は
否
定
さ
れ
て
い

る
◎

に
と
っ
て
親
と
し
て
公
開
さ
れ
た
く
な
い
私
的
秘
密
で
あ
り
、
そ
の
公
開
は
、
親
自
身
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
も
あ
た
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
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さ
れ
て
公
表
さ
れ
た
り
し
て
も
、
死
者
の
人
格
権
侵
害
と
し
て
直
接
に
は
保
護
さ
れ
え
な
い
。
し
か
し
、
「
人
格
的
諸
関
係
」
と
い
う

概
念
は
包
括
的
な
の
で
、
死
者
の
人
格
の
後
遺
作
用
を
遺
族
の
人
格
的
諸
関
係
と
し
て
包
含
せ
し
め
う
る
。
換
言
す
れ
ば
、
死
者
へ

の
尊
崇
感
情
や
追
憶
に
関
す
る
遺
族
の
固
有
の
権
利
も
遺
族
の
人
格
的
諸
関
係
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
死
者
の
人
格

の
後
遺
作
用
が
個
々
の
事
件
に
お
い
て
遺
族
の
人
格
的
諸
関
係
と
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
は
、
裁
判
官
の
裁
量
に
ま
か
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
た
と
え
ば
、
死
者
の
名
誉
段
損
の
際
に
は
、
そ
の
名
誉
殴
損
が
同
時
に
、
遺
族
の
「
人
格
的
諸
関

係
」
を
侵
害
す
る
時
に
、
遺
族
は
固
有
の
人
格
権
に
基
づ
き
訴
え
う
る
。
つ
ま
り
、
死
者
の
人
格
の
保
護
は
、
遺
族
の
人
格
権
保
護

を
通
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
死
者
の
人
格
保
護
の
度
合
は
、
英
米
法
よ
り
は
は
る
か
に
広
く
認
め
ら
れ

る
が
、
死
者
の
利
害
と
遺
族
の
利
害
が
一
致
し
な
い
時
に
は
、
死
者
の
人
格
へ
の
侵
害
が
遺
族
の
人
格
権
の
侵
害
と
は
解
さ
れ
な
い

の
で
、
直
接
的
保
護
よ
り
は
狭
く
な
る
と
解
さ
れ
る
。

曰
死
後
も
保
護
に
値
す
る
人
格
的
価
値
が
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
承
認
さ
れ
え
よ
う
。
そ
の
必
要
の
根
拠
は
、
人
間
の
人
格

権
の
完
全
な
保
護
の
た
め
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
人
間
が
自
分
の
死
後
、
自
分
の
観
念
的
な
利
益
の
ど
の
よ
う
な
保
護
を
期
待
し

（
皿
）

う
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
行
動
や
感
情
、
生
き
方
に
も
影
響
を
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
存
者
の
人
格
権
は
、
死
後
の
人

格
権
が
保
護
さ
れ
て
は
じ
め
て
十
分
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
問
題
は
、
死
者
の
人
格
の
保
護
の
仕
方
で
あ
る
。
直
接
的
に

死
者
の
人
格
権
を
保
護
す
る
方
法
か
、
あ
る
い
は
遺
族
等
の
人
格
権
保
護
を
通
し
て
間
接
的
に
保
護
す
る
か
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る

理
論
的
に
も
、
死
者
の
人
格
（
権
）
そ
の
も
の
と
、
遺
族
の
人
格
権
は
別
物
で
あ
り
、
ま
た
実
際
上
も
、
死
者
の
人
格
侵
害
が
、

必
ず
し
も
遺
族
の
人
格
権
侵
害
に
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
政
治
家
に
関
し
て
そ
の
政
治

家
は
、
存
命
中
、
偽
装
し
た
共
産
主
義
者
で
あ
っ
た
旨
、
虚
偽
で
主
張
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
世
界
革
命
の
真
の
信
奉

か
で
あ
る
。
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（
⑫
）

者
で
あ
る
一
人
息
子
の
感
情
を
ほ
と
ん
ど
害
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
ま
た
、
あ
る
記
事
が
死
者
に
と
っ
て
は
評
価
を
上
げ
る
も
の
で
あ

る
が
、
反
面
、
近
親
者
の
社
会
的
評
価
を
下
げ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
死
者
の
名
誉
等
が
遺
族
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る

場
合
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
死
者
の
人
格
侵
害
に
あ
た
る
場
合
の
す
べ
て
が
、
死
者
に
対
す
る
尊
崇
感
情
、
追
憶

等
に
関
す
る
遺
族
の
人
格
権
侵
害
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
族
等
の
人
格
権
保
護
を
通
し
て
の
間
接
的
保
護
で
は

死
者
の
人
格
保
護
と
し
て
十
分
で
な
い
。

そ
う
い
う
訳
で
、
死
者
の
人
格
権
の
存
続
を
認
め
そ
れ
の
直
接
的
な
保
護
を
判
例
、
通
説
に
よ
っ
て
承
認
し
て
い
る
ド
イ
ツ
法
を

考
察
の
対
象
と
し
た
い
。
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
通
説
、
判
例
に
よ
る
理
論
構
成
を
個
別
的
な
問
題
点
に
わ
た
っ
て
詳
述
す
る
と
と

も
に
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
間
接
保
護
説
（
死
者
の
人
格
権
否
認
説
）
を
も
検
討
し
、
つ
い

で
両
説
の
理
論
構
成
、
実
効
性
の
両
面
に
わ
た
っ
て
比
較
を
試
み
る
。
ま
た
、
法
律
と
し
て
は
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
が
「
人
格
お

よ
び
名
誉
の
私
法
上
の
保
護
の
新
秩
序
の
た
め
の
法
律
案
」
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
・

本
稿
は
、
精
神
的
人
格
法
益
の
死
後
の
侵
害
に
対
す
る
保
護
の
問
題
を
取
扱
う
。
死
後
の
臓
器
移
植
の
問
題
も
、
遺
体
の
無
欠
性

の
保
護
と
し
て
、
死
者
の
人
格
権
の
保
護
に
関
係
が
あ
る
が
、
精
神
的
人
格
的
法
益
の
場
合
と
は
別
異
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
鉦
姻

ま
た
、
こ
こ
で
取
扱
わ
れ
る
救
済
と
し
て
の
不
作
為
、
妨
害
排
除
請
求
も
、
死
後
の
臓
器
移
植
に
対
す
る
救
済
と
し
て
は
適
切
で
な

（
ｕ
）

い
。
と
い
う
の
は
、
救
済
と
し
て
遅
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
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注

（
２
）
東
京
地
判
昭
五
二
・
七
・
一
九
、
判
例
時
報
（
以
下
、
判
時
と
略
す
）
八
五
七
号
六
五
頁
以
下
。

（
３
）
東
京
高
判
昭
五
四
・
三
・
一
四
、
高
等
裁
判
所
民
事
判
例
集
（
以
下
高
民
と
略
す
）
一
一
一
一
一
巻
三
三
頁
以
下
、
判
時
九
一
八
号
二
一
頁
以
下
。

（
４
）
高
民
一
一
一
二
巻
三
七
、
三
八
頁
。

（
５
）
高
民
三
二
巻
三
八
頁
。

（
６
）
五
十
鬮
溺
「
死
者
の
人
格
鰺
Ｉ
『
事
故
の
て
ん
ま
つ
」
「
落
日
鱗
ゆ
」
両
事
件
を
機
縁
と
し
て
」
ジ
筆
リ
ス
ト
（
以
下
ジ
雲
り
と
略
す
）

六
五
三
号
五
五
頁
以
下
、
同
「
死
者
の
名
誉
」
ジ
ュ
リ
六
六
六
号
（
昭
和
五
二
年
重
要
判
例
解
説
）
、
七
六
頁
以
下
、
斉
藤
博
「
故
人
に
対
す
る
名

誉
駿
損
Ｉ
『
藩
曰
燃
ゆ
」
謝
罪
広
告
篝
請
求
事
件
第
一
審
判
決
」
判
例
評
論
二
二
八
号
三
三
頁
以
下
．

（
７
）
斉
藤
博
、
人
格
権
法
の
研
究
、
二
一
○
頁
以
下
も
故
人
の
一
般
的
人
格
権
を
取
扱
っ
て
い
る
。

（
８
）
以
下
の
記
述
は
、
伊
藤
正
己
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
、
一
五
六
頁
以
下
お
よ
び
の
巨
白
ｎ
頁
の
口
旦
の
の
冨
受
・
勺
一
目
、
【
・
言
の
【
曰
目
房

｛
耳
色
色
⑪
一
凶
口
昌
⑭
、
声
の
⑪
Ｅ
ご
己
一
員
の
『
二
四
〔
ご
画
一
、
の
勺
ユ
ぐ
四
斤
『
の
、
彦
（
。
□
の
『
凶
ぐ
一
一
『
の
、
毒
二
一
ｎ
コ
の
己
の
『
⑪
○
口
一
一
◎
す
丙
の
一
厨
０
臣
ロ
ロ
両
茸
『
の
ロ
⑪
、
彦
具
的
ヨ

『
３
コ
声
『
の
】
ｎ
戸
』
の
『
、
呂
乏
の
一
Ｎ
・
向
口
、
一
口
目
目
。
。
①
ロ
ぐ
の
『
の
亘
、
〔
の
己
の
国
呉
目
く
：
シ
曰
の
１
百
皀
器
Ｐ
ｍ
・
］
ｇ
『
『
・
・
の
．
画
ｓ
魚
・
》
印
・
旨
黒

（
１
）
宗
宮
信
次
・
名
誉
権
論
二
九
二
頁
以
下
と
五
十
嵐
清
「
人
格
権
の
侵
害
」
注
釈
民
法
㈹
一
八
六
頁
が
、
死
者
の
名
誉
殴
損
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
が
、
両
者
と
も
、
立
法
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、
解
釈
論
と
し
て
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
。
死
者
の
名
誉
段
損
に
関
す
る
判
例
と

し
て
は
、
死
者
は
人
格
権
を
有
し
な
い
の
で
名
誉
駿
損
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
先
例
（
東
京
地
判
明
三
六
・
’
一
・
二
○
、
法
律
新
聞
一
七
五
、

に
よ
っ
た
。

（
９
）

七
）
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

国
胃
の
日
。
『
の
ご
・
の
囚
ご
回
ロ
ロ
四
豈
函
。
⑪
己
一
国
｜
ご
】
閉
ｍ
・
両
。
】
置
（
］
い
つ
）
。
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（
、
）
。
。
【
『
ご
硯
の
、
’
三
一
の
一
四
口
』
》
勺
の
『
⑫
。
二
一
局
声
声
の
一
【
閉
、
与
巨
目
ぐ
の
『
⑪
８
『
す
の
ロ
の
『
口
一
ｍ
ｍ
、
毒
『
四
コ
汚
の
こ
の
『
句
『
の
夢
の
】
斤
旦
の
『
【
ロ
ロ
⑪
（
・
の
幻
，

ご
元
ら
①
錘
い
、
匿
訴
シ
原
画
色
⑪
ｎ
ケ
目
四
コ
。
》
Ｎ
Ｅ
『
句
。
『
【
三
一
『
云
巨
口
、
こ
の
⑫
勺
の
『
切
○
コ
ニ
○
す
六
国
【
関
の
。
豈
扇
回
四
、
ラ
ニ
の
ヨ
『
Ｃ
こ
の
。
Ｚ
］
ご
『
】
①
『
Ｐ
の
。
凹
○
沼
。

（
⑫
）
シ
・
因
の
一
○
ユ
ロ
戸
Ｃ
の
『
勺
の
『
の
○
口
－
－
，
面
【
の
一
芹
朋
ｎ
ケ
ロ
［
Ｎ
ぐ
の
厨
【
日
ケ
の
口
の
『
。
宛
の
、
宮
［
い
す
の
三
■
ず
『
巨
口
、
Ｅ
ロ
ー
宛
の
ｎ
頁
の
①
ロ
［
｛
ご
一
口
宍
一
匡
口
、

（『の⑰［⑫◎ず『一｛【【ご『因のヨユ、ゴＦ回ｐｍｍＮ■『ロ『Ｃ・の、す巨円〔の［四殖）。］召Ｐの。】「Ｐ

（
旧
）
函
の
｜
ユ
ユ
、
戸
口
■
。
．
】
の
．
】
計
・

（
ｕ
）
四
の
一
旦
ユ
、
宣
凹
、
○
・
・
の
。
ご
『
。

ｍ
・
唖
⑬
】
、
浄

（
ｕ
）

（
、
）
言
・
司
・
国
皀
『
ぬ
一
一
暑
の
の
①
口
自
１
両
己
冒
一
。
【
一
目
賄
已
の
『
冠
の
【
⑪
○
コ
二
ｎ
房
①
一
厨
『
①
ｎ
頁
の
目
、
二
ｍ
、
す
ご
の
一
㈱
の
『
宅
１
『
胃
『
の
、
三
・
Ｎ
・
の
８
．

両
・
窓
（
』
垣
ｓ
）
電
、
．
ｍ
可
の
巨
冨
、
一
】
肩
。
○
の
⑪
冨
凹
Ｘ
‐
勺
一
目
Ｃ
宍
’
閂
ロ
⑪
二
目
扇
臼
『
目
印
毎
コ
ｓ
⑪
Ｓ
ｍ
の
巨
己
ご
［
の
『
口
呉
】
Ｃ
ｇ
－
の
切
勺
ュ
ぐ
囚
【
『
の
、
亘
雪
目
Ｐ
・

の・圏・印・箇函昂》国・田。ｎ戸『。『すご一『寿の口凰ぐ一一『のロゴ〔二、可のロ勺の円の。ご’－，彦丙の一［、⑭、豈巨Ｎの⑩ロ月声□の冒曰。」の。Ｃｌ⑪の。【・一口。】①『、。
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卜
半
ｆ

１
コ
ジ
マ
・
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
（
○
○
ｍ
目
四
三
僧
鳥
『
）
事
件
（
、
〔
田
国
忌
．
ｍ
乞
焦
》
ご
耳
・
く
・
画
①
。
］
」
・
巴
、
←
）

連
邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
は
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
（
国
・
冨
己
三
凋
忌
【
）
の
未
亡
人
コ
ジ
マ
。
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
（
○
○
印
百
四

三
四
ｍ
昂
【
）
の
相
続
人
と
コ
ジ
マ
か
ら
彼
女
の
日
記
、
書
簡
類
の
処
分
を
任
さ
れ
た
娘
の
遺
言
執
行
人
の
間
で
、
故
コ
ジ
マ
の

日
記
、
書
簡
の
公
表
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
コ
ジ
マ
・
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
事
件
で
一
般
的
人
格
権
は
権
利
の
担
い
手
の
死

に
よ
っ
て
は
消
滅
し
な
い
旨
を
は
じ
め
て
判
不
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
人
格
権
は
、
本
来
の
権
利
の
担
い
手
の
死
を
超
え
て
存
続
す
る
。

そ
れ
は
著
作
者
人
格
権
に
つ
い
て
は
、
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
一
致
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
く
一
般
的
人

格
権
に
も
妥
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
の
保
護
す
べ
き
価
値
は
、
そ
の
主
体
の
死
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
し
ま
う
権
利
能
力
よ
り
も

（
１
）

長
く
存
続
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

こ
の
見
解
は
、
判
例
、
学
説
の
圧
倒
的
支
持
を
受
け
た
。
し
か
し
、
本
判
決
で
実
際
に
判
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
著
作
者
人
格
権

が
著
作
者
の
死
後
も
存
続
し
、
権
利
承
継
人
に
移
る
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
コ
ジ
マ
・
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
の
日
記

帳
の
公
表
権
限
は
誰
に
帰
属
す
る
か
と
い
う
決
定
さ
れ
る
べ
き
問
題
に
つ
い
て
著
作
者
人
格
権
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら

で
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
、
一
般
的
人
格
権
の
存
続
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
問
題
が
正
面
か
ら
取
扱
わ
れ
た

の
は
、
次
の
判
例
で
あ
る
。

２
メ
フ
ィ
ス
ト
（
言
①
旨
の
庁
・
）
事
件
（
、
臼
白
、
Ｐ
一
路
夢
ご
門
戸
ご
・
函
Ｐ
②
』
①
ｇ
）

事
実
》
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（
二
・
日
囚
⑩
三
四
コ
ロ
）
の
息
子
、
ク
ラ
ウ
ス
・
マ
ン
（
【
一
目
、
三
口
目
）
は
、
か
っ
て
の
友
人
で

か
つ
妹
婿
で
あ
っ
た
メ
フ
ィ
ス
ト
役
者
グ
ス
タ
フ
・
グ
リ
ュ
ン
ト
ゲ
ン
ス
（
Ｑ
］
⑪
輿
．
の
ａ
且
帰
吊
）
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
亡

Ｈ

一一口
Ⅲ
Ⅲ
叩
己

例

死
後
の
一
般
的
人
格
権
の
法
構
成
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命
先
で
書
い
た
時
代
批
判
的
な
小
説
「
メ
フ
ィ
ス
ト
」
を
一
九
三
六
年
オ
ラ
ン
ダ
で
公
刊
し
た
。
こ
の
小
説
は
俳
優
ヘ
ン
ト
リ
ー
ク

・
ヘ
ー
フ
ゲ
ン
（
西
の
ａ
員
弓
狩
の
ロ
）
と
い
う
名
の
主
人
公
の
生
涯
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
中
で
彼
は
、
性
的
倒
錯
者
、
小
市

民
出
身
の
名
誉
欲
の
強
い
有
能
な
オ
ポ
テ
ュ
ニ
ス
ト
、
ナ
チ
ス
権
力
の
協
力
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
ヘ
ー
フ
ゲ
ン
と
い
う
主
人

公
は
、
容
姿
、
生
活
歴
、
職
歴
、
出
演
作
品
、
と
く
に
メ
フ
ィ
ス
ト
役
者
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
プ
ロ
シ
ャ
国
立
劇
場
の
総
監
督
へ
の

昇
進
等
の
点
で
、
実
在
の
グ
リ
ュ
ン
ト
ゲ
ン
ス
の
外
見
と
生
涯
に
一
致
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
演
劇
通
の
読
者
は
、
主
人
公
と

グ
リ
ュ
ン
ト
ゲ
ン
ス
を
同
一
視
し
、
ま
た
主
人
公
の
虚
構
の
卑
劣
な
行
為
お
よ
び
意
見
を
グ
リ
ュ
ン
ト
ゲ
ン
ス
の
も
の
と
誤
信
す
る

お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
小
説
は
、
否
定
的
な
方
向
に
歪
曲
さ
れ
た
グ
リ
ュ
ン
ト
ゲ
ン
ス
の
人
格
像
お
よ
び
生

活
像
を
読
者
に
伝
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
後
世
の
人
々
の
も
と
で
の
グ
リ
ュ
ン
ト
ゲ
ン
ス
の
名
声
を
ひ
ど
く
低
下
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
作
者
の
マ
ン
も
被
害
者
の
グ
リ
ュ
ン
ト
ゲ
ン
ス
も
、
共
に
故
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
小
説
の
西
ド
イ
ツ
で

の
販
売
を
禁
ず
る
不
作
為
請
求
訴
訟
は
、
グ
リ
ュ
ン
ト
ゲ
ン
ス
の
養
子
（
単
独
相
続
人
）
に
よ
り
、
出
版
社
（
一
九
六
三
年
に
こ
の

小
説
の
出
版
を
企
図
し
た
。
）
を
相
手
ど
っ
て
提
起
さ
れ
た
。
原
審
は
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
の
で
、
被
告
か
ら
上
告
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ

判
旨
》
一
般
的
人
格
権
は
、
死
を
超
え
て
作
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
種
々
の
法
律
中
の
諸
規
定
、
た
と
え
ば
、
著
作
権
法

（
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
）
八
三
条
（
実
演
家
の
著
作
者
人
格
権
の
保
護
）
、
美
術
著
作
権
法
（
Ｋ
Ｕ
Ｇ
）
一
一
一
一
条
（
肖
像
権
保
護
）
、
刑
法
典

（
ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
）
’
八
九
条
（
死
者
の
追
憶
保
謹
）
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
典
（
ｓ
ｔ
Ｐ
ｏ
）
三
六
一
条
（
死
者
の
利
益
の
た
め
の
刑
事

手
続
の
再
審
）
か
ら
生
ず
る
。
二
股
的
人
格
権
の
承
認
後
は
、
詳
細
に
述
べ
ら
れ
規
制
さ
れ
た
死
者
の
人
格
的
法
益
の
個
別
的
事
例

は
、
一
般
的
法
上
の
義
務
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
一
般
的
法
上
の
義
務
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
争
わ
れ
て
い

る
種
類
の
人
格
的
法
益
は
、
ｌ
も
ち
ろ
ん
、
人
の
死
に
よ
り
条
件
づ
け
ら
れ
た
制
限
的
な
範
囲
に
お
い
て
ｌ
そ
の
法
益
の
担
い

は
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

判
』
弓
一
般
的
人
格
』
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手
の
死
後
も
ま
た
、
同
胞
に
よ
り
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
基
本
法
の
価
値
決
定
は
、
十
分

に
は
有
効
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
当
法
廷
は
、
生
存
中
の
人
間
の
尊
厳
お
よ
び
人
格
の
自
由
な
発
展
は
、
人
間
が
少
な
く
と
も
死
後
、

ひ
ど
い
名
誉
段
損
的
な
歪
曲
に
対
し
生
活
像
の
保
謹
を
当
て
に
し
、
ま
た
こ
の
期
待
の
下
に
生
活
で
き
る
時
に
の
み
、
基
本
法
の
意

味
に
お
い
て
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
」

死
後
の
一
般
的
人
格
権
を
代
表
す
る
権
限
が
あ
る
者
は
、
ま
ず
死
者
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
た
者
（
本
件
の
原
告
は
こ
れ
に
あ
た
る
）
、

つ
ぎ
に
近
親
者
で
あ
る
。
ま
た
、
死
後
の
人
格
権
の
存
続
期
間
は
、
確
定
的
な
期
間
と
し
て
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
は
、
い
つ
ま
で
も
存
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
代
行
権
限
者
の
生
存
中
と
い
う
こ
と
で
自
ず
か
ら
定
ま
る
こ
と
に
な
る
。

コ
メ
ン
ト
小
本
判
決
は
、
死
者
の
一
般
的
人
格
権
の
存
続
を
正
面
き
っ
て
認
め
、
保
護
範
囲
、
代
行
権
限
者
、
保
護
期
間
等
の
個

別
的
問
題
も
明
ら
か
に
し
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
死
後
も
一
般
的
人
格
権
が
存
続
す
る
と
い
っ
て
も
、
死
者
は
目
か
ら
は
権
利

行
使
で
き
な
い
の
で
、
第
三
者
の
代
行
に
よ
っ
て
権
利
は
行
使
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
代
行
権
限
者
と
し
て
、
死
者
に
よ
り
、
生
前

に
指
定
さ
れ
た
者
と
近
親
者
を
あ
げ
て
い
る
。
死
者
の
権
利
の
保
護
期
間
は
、
確
定
的
な
期
間
を
設
け
ず
、
代
行
権
限
者
の
生
存
中

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
保
護
さ
れ
る
人
格
権
の
範
囲
は
、
「
人
の
死
に
よ
り
条
件
づ
け
ら
れ
た
制
限
的
な
範
囲
」
と
判
示
し
て
、
生
存

者
よ
り
も
狭
く
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

「
法
秩
序
は
、
侵
害
さ
れ
う
る
法
益
の
保
護
の
た
め
に
、
生
存
し
て
い
る
権
利
主
体
の
現
存
と
は
関
係
な
く
、
同
胞
へ
の
行
為
の

命
令
や
禁
止
を
定
め
う
る
し
、
ま
た
と
り
わ
け
こ
の
本
来
の
担
い
手
が
死
に
よ
っ
て
権
利
能
力
を
失
っ
た
時
に
は
、
話
題
に
な
っ
て

（
３
）

い
る
種
類
の
不
作
為
請
求
権
を
対
応
す
る
権
利
の
主
体
で
な
い
者
に
よ
っ
て
代
行
さ
せ
る
」
と
し
て
、
主
体
な
き
権
利
の
構
成
を
と

（
４
）

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
の
存
続
は
、
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
八
一
一
一
条
や
Ｋ
Ｕ
Ｇ
二
二
条
等
の
実
定
法
規
定
に
よ
っ
て
根

拠
づ
け
ら
れ
う
る
と
す
る
。
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３
そ
の
他
の
判
例

（
５
）

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
’
九
七
四
年
四
月
六
日
の
判
決
で
、
死
者
の
生
活
像
の
ひ
ど
い
歪
曲
に
対
す
る
救
済
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
を

否
定
し
た
。
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
、
死
者
に
も
は
や
満
足
（
尿
目
目
日
呂
）
を
手
に
入
れ
て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を

（
８
）

通
説
は
、
一
般
的
人
格
権
が
権
利
主
体
の
死
を
超
え
て
存
続
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
人
は
死
に
よ
っ
て
権
利
能
力
を
失
う

と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
存
続
す
る
死
者
の
人
格
権
は
、
帰
属
主
体
な
し
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
権
利
の
存
在
形
態
を
、
》
現
行
私
法
体
系
へ
組
み
入
れ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
法
構
成
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
第
一
に
、
問
題

と
な
る
。
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
こ
の
死
後
に
存
続
す
る
人
格
権
は
基
本
権
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
あ
わ
せ

て
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
存
者
の
一
般
的
人
格
権
も
、
Ｇ
Ｇ
一
条
一
項
や
二
条
一
項
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
以
上
の
問
題
は
、
「
法
的
根
拠
」
の
項
目
で
取
扱
わ
れ
る
。

第
二
に
、
死
者
の
一
般
的
人
格
権
は
ど
の
範
囲
で
存
続
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
生
存
者
の
そ
れ
と
同
じ
範
囲
か
、

理
由
と
す
る
。

（
６
）

ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
、
ぐ
の
氏
○
）
は
、
’
九
七
一
年
の
決
定
で
、
前
述
、
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
に
お
け
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
見
解
と

は
対
照
的
に
、
基
本
法
（
Ｇ
Ｇ
）
二
条
一
項
（
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
）
は
、
「
少
な
く
と
も
潜
在
的
あ
る
い
は
将
来
行
為
し
う

（
７
）

る
人
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
」
と
し
て
、
こ
の
基
本
権
の
担
い
手
を
生
存
者
に
限
り
、
ま
た
、
死
者
の

私
法
的
な
保
護
に
対
す
る
本
条
か
ら
の
放
射
効
（
シ
屋
⑫
⑫
国
三
目
鴨
菖
『
胃
Ｓ
ｍ
）
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
憲
法
裁
判
所
は
、

Ｇ
Ｇ
一
条
一
項
（
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
性
）
が
死
者
に
も
及
ぶ
旨
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
前
述
し
た
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決

に
お
け
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
見
解
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

ロ
学
説
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あ
る
い
は
死
に
よ
っ
て
縮
少
さ
れ
た
範
囲
で
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
保
護
範
囲
」
の
項
目
で
取
扱
わ
れ
る
。

第
一
一
一
に
、
人
格
権
が
そ
の
担
い
手
の
死
後
も
存
続
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
時
ま
で
か
。
そ
の
期
間
は
何
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る

の
か
。
そ
の
法
的
性
質
は
、
時
効
か
あ
る
い
は
除
斥
期
間
か
。
以
上
の
諸
点
は
、
「
保
護
期
間
」
の
項
目
で
取
扱
わ
れ
る
。

第
四
に
、
人
格
権
は
存
続
し
第
三
者
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
担
い
手
は
死
亡
し
て
い
て
、
権
利
を
行
使
で
き

な
い
の
で
死
者
の
権
利
を
代
行
す
る
者
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
範
囲
の
者
を
代
行
請
求
権
者
に
す
る
か
。
そ
の
請
求

権
者
が
多
数
い
る
場
合
に
そ
の
間
で
優
先
順
位
を
決
め
る
か
ど
う
か
。
各
請
求
権
者
は
ど
の
よ
う
に
権
利
を
行
使
す
る
か
。
違
法
性

を
阻
却
す
る
同
意
は
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
請
求
権
者
は
ど
の
よ
う
な
形
式
で
権
利
を
行
使
す
る
か
、
自
己

の
名
で
か
あ
る
い
は
死
者
の
名
で
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
「
請
求
権
者
」
の
項
目
で
取
扱
わ
れ
る
。

第
五
に
、
死
者
の
人
格
権
侵
害
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
救
済
手
段
が
認
め
ら
れ
る
か
。
死
者
に
は
財
産
的
損
害
は
生
じ
え
ず
、

ま
た
死
者
は
精
神
的
苦
痛
も
感
じ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
「
救
済
の
内
容
」
の
項
目
で
取
扱
わ
れ
る
。

具
体
的
な
法
構
成
の
問
題
に
移
る
前
に
な
ぜ
、
法
的
に
死
者
の
人
格
権
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
、
通
説
の
考
え
方
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
フ
ー
プ
マ
ン
（
四
号
目
自
己
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
西
洋
的
な
文
化
意
識
を
も
っ
て

説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
霊
は
死
に
よ
っ
て
永
遠
の
、
無
窮
の
、
霊
的
な
国
へ
帰
っ
て
行
く
が
、
ま
た
人
は
、
こ
の
世
に
も
価

値
や
作
品
を
残
し
て
お
り
、
霊
は
そ
の
中
に
残
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
死
者
は
、
人
間
の
共
同
生
活
上
の
重
要
な
関
係
で
は
存
在

し
え
ず
、
ま
た
、
独
立
か
つ
積
極
的
な
力
を
持
た
ず
、
権
利
能
力
も
有
し
な
い
。
し
か
し
、
価
値
と
作
品
が
存
続
す
る
限
り
そ
れ
ら

（
９
）

に
対
す
る
権
利
、
つ
ま
り
人
格
権
は
存
続
す
る
。

ま
た
、
ヘ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
（
国
①
一
日
】
８
）
は
、
死
後
の
人
格
的
法
益
の
保
護
は
、
生
存
中
の
人
格
の
発
展
を
十
分
に
保
護
す
る
た

め
だ
と
い
う
前
述
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
理
論
に
基
づ
い
て
、
「
死
後
の
人
格
保
護
は
、
生
存
中
に
承
認
さ
れ
た
一
般
的
人
格
権
の
必
要
な
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
⑫
）

ブ
シ
ュ
マ
ン
（
、
ロ
⑭
呂
臼
四
目
）
は
、
憲
法
学
の
通
説
に
属
す
る
デ
イ
リ
ッ
ヒ
（
豆
」
１
ｍ
）
の
所
緬
誉
引
用
し
て
、
人
間
の

尊
厳
の
不
可
侵
性
に
関
す
る
基
本
権
の
存
続
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
何
時
か
ら

何
時
ま
で
、
人
間
は
法
律
的
意
味
に
お
い
て
固
有
権
の
担
い
手
と
し
て
Ｇ
Ｇ
ｌ
条
一
項
の
価
値
保
護
に
関
与
す
る
か
が
問
わ
れ
る
な

死
者
の
存
続
す
る
人
格
権
を
直
接
に
保
護
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
通
説
的
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
細
部
に
つ
い
て
は
、
学
説

の
間
に
対
立
が
あ
る
。
特
に
そ
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
対
立
し
、
統
一
を
見
な
い
状
態
で
あ
る
。
た
だ
、
人
格
権
は
、

相
続
に
よ
り
相
続
人
に
は
承
継
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
相
続
を
以
っ
て
死
後
の
人
格
権
の
存
続
の
根
拠
と
な
し
え
な

（
、
）

い
と
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
。
つ
ま
り
、
死
後
の
人
格
権
の
保
護
の
際
に
は
、
財
産
的
価
値
で
は
な
く
、
｜
身
専
属
的
な
権
利

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
相
続
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

根
拠
と
し
て
は
、
憲
法
的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
死
後
の
人
格
権
の
存
続
は
、
憲
法
規
定
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
う
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
と
私
法
体
系
中
で
の
理
論
構
成
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
Ａ
）
死
後
の
人
格
権
と
基
本
権

生
存
者
の
一
般
的
人
格
権
も
、
Ｇ
Ｇ
一
条
一
項
（
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
性
）
、
同
二
条
一
項
（
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
）
の

両
規
定
を
根
拠
に
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
よ
り
私
権
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
死
後
の
一
般
的
人
格
権
の
存
続
の

問
題
も
、
こ
の
一
般
的
人
格
権
の
基
礎
と
し
て
の
両
条
か
ら
肯
定
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
、
換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
性

の
原
則
お
よ
び
人
格
の
自
由
な
発
展
に
関
す
る
基
本
権
は
、
人
間
の
死
を
超
え
て
も
ま
た
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
ま
ず
解
明
さ
れ

後
遺
作
用
（
ｚ
量

１
法
的
根
拠

（
⑩
）

（
ｚ
ｇ
ｐ
員
『
穴
目
、
）
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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（
ｉ
）
主
体
な
き
権
利
（
の
口
ど
の
再
一
・
切
困
幻
の
・
耳
）
理
論

判
例
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
人
格
権
は
そ
の
担
い
手
の
死
後
は
、
権
利
主
体
の
な
い
権
利
と
し
て
引
き
続
き
存
在
す
る
と
い
う
こ

（
卯
）

と
を
認
め
て
い
る
。
学
説
も
、
人
は
、
死
に
よ
っ
て
権
利
能
力
を
失
う
と
い
う
立
場
を
採
る
も
の
は
、
一
般
的
に
は
、
権
利
主
体
な

き
人
格
権
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
す
る
、
ブ
シ
ュ
マ
ン
や
ヘ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
死
に
よ
る
権
利
能
力
の
消
滅

を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
主
体
な
き
権
利
理
論
は
採
っ
て
い
な
い
。

フ
ー
プ
マ
ン
は
、
人
格
権
の
担
い
手
の
死
後
も
依
然
と
し
て
存
続
を
認
め
ら
れ
、
近
親
者
等
の
第
三
者
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
構

成
を
と
る
実
定
規
定
の
例
と
し
て
、
著
作
者
人
格
権
や
肖
像
権
の
規
定
を
あ
げ
て
い
る
。
著
作
権
法
は
、
著
作
者
の
死
後
も
著
作
権

に
つ
き
一
定
期
間
の
存
続
を
認
め
て
い
る
が
、
著
作
者
人
格
権
に
つ
い
て
も
同
一
期
間
（
七
○
年
）
保
護
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る

ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
要
す
る
に
「
私
法
上
の
請
求
権
思
想
か
ら
の
間
違
っ
た
質
問
」
で
あ
る
。
尊
厳
と
い
う
一
般
的
な
人
間
の
固
有

価
値
は
、
具
体
的
な
現
存
と
は
関
係
な
く
存
す
る
の
で
、
具
体
的
人
間
が
ま
だ
生
ま
れ
ず
、
あ
る
い
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
時
に

も
ま
た
人
間
の
尊
厳
へ
の
侵
害
は
考
慮
さ
れ
る
。
「
人
間
か
ら
生
ま
れ
た
者
お
よ
び
人
間
で
あ
っ
た
者
は
、
人
間
の
尊
厳
に
関
与
す
曲
』

（
胆
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ブ
シ
ュ
マ
ン
は
、
人
間
の
尊
厳
は
、
価
値
体
験
の
週
軸
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
死
者
に
は
承

認
さ
れ
え
な
い
と
い
う
マ
ン
ゴ
ル
ト
ー
ク
ラ
イ
ン
（
ぐ
’
富
凹
温
・
丘
Ⅱ
【
一
の
ご
）
の
見
解
に
反
対
し
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
、
人
間
の
自
由
な
発
展
に
関
す
る
基
本
権
（
シ
Ｒ
国
．
シ
肝
・
］
Ｒ
］
）
は
、
憲
法
学
者
間
で
も
、
本
来
の
意
味
に
お
い
て

行
為
し
う
る
人
の
み
が
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
支
配
的
の
よ
う
で
あ
ふ
覗
け
た
が
っ
て
、
死
者
は
Ｇ
Ｇ
二
条
一
項
の
基
本
権

（
旧
）

の
担
い
手
た
り
え
な
い
。
ブ
シ
ュ
マ
ン
も
、
二
条
一
項
の
基
本
権
は
、
各
人
に
自
由
な
決
定
お
よ
び
自
由
な
行
為
の
権
利
を
保
障
す

（
岨
）

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
同
じ
結
論
に
達
し
て
い
る
。

の
担
い
手
た
り
え
な
い
。

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

（
Ｂ
）
理
論
構
成
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ク
リ
ー
ガ
ー
。
ニ
ー
ラ
ン
ト
（
【
曰
帰
【
－
富
の
一
口
日
）
も
、
個
別
的
な
人
格
権
に
つ
い
て
死
後
の
保
護
規
定
（
百
悼
宍
ご
Ｐ

字
困
ロ
ヨ
。
）
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
立
法
者
は
、
本
来
の
法
主
体
の
死
後
も
保
護
を
及
ぼ
す
こ
と
に
い
さ
さ
か
も
疑
念
を
有

し
て
い
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
、
法
律
上
明
文
の
規
定
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
一
般
的
人
格
権
に
よ
っ
て
根
拠

（
犯
）

づ
け
ら
れ
る
他
の
人
格
的
利
益
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

従
来
、
主
体
な
き
権
利
の
概
念
は
、
第
一
に
、
権
利
帰
属
が
中
断
す
る
場
合
、
つ
ま
り
旧
権
利
者
の
消
滅
と
新
権
利
主
体
へ
権
利

が
帰
属
す
る
時
点
の
間
に
時
間
的
間
隙
が
あ
る
場
合
を
説
明
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
来
翰
）
し
た
が
っ
て
、
こ
の
概
念
の
機
能
は
、

従
来
は
、
一
時
的
に
、
担
い
手
な
し
で
あ
る
法
的
地
位
を
、
将
来
の
権
利
主
体
の
利
益
の
た
め
に
確
保
し
て
お
く
た
め
で
あ
っ
た
。（
型
）

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
死
者
の
人
格
権
の
場
合
に
は
、
性
質
上
、
永
久
に
新
し
い
担
い
手
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
死
者
の
人
格
権
は
、
従
来
、
唱
え
ら
れ
て
来
た
主
体
な
き
権
利
の
概
念
に
は
含
ま
れ
ず
、
ま
た
、
死
者
の
人
格
権
を

主
張
す
る
者
も
、
従
来
の
主
体
な
き
権
利
理
論
を
必
ず
し
も
援
用
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
フ
ー
プ
マ
ン
、
ク
リ
ー
ガ
ー
・
ニ
ー
ラ

ン
ト
お
よ
び
判
例
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
死
後
も
人
格
権
は
存
続
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
他
の
実
定
法
規
定
を
も
っ
て
根
拠
づ
け
た

だ
け
で
あ
っ
て
、
死
後
の
人
格
権
が
現
行
私
法
体
系
の
中
で
ど
の
よ
う
に
理
論
構
成
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
述

べ
て
い
な
い
と
も
解
さ
れ
う
る
。
理
論
的
に
は
、
死
後
の
人
格
権
が
現
行
私
法
上
存
続
し
う
る
か
と
い
う
問
題
と
そ
れ
が
私
法
体
系

（
Ⅲ
）

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（
》
震
ご
Ｈ
ｇ
）
。
ま
た
同
じ
く
著
作
一
権
法
は
、
実
演
家
の
著
作
者
人
格
権
は
実
演
後
二
五
年
間
は
保
護
さ
れ
、
そ
の
間
に
実
演
家

が
死
亡
し
て
も
消
長
は
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
（
宙
⑫
ご
昌
○
）
。
さ
ら
に
、
美
術
著
作
権
法
に
よ
れ
ば
、
被
肖
像
者
の
死
後
一
○

年
間
は
肖
像
の
流
布
、
展
示
に
つ
い
て
は
遺
族
の
同
意
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
一
（
》
侭
【
ロ
。
）
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
根
拠
に
死
後

の
存
続
に
つ
い
て
規
定
の
な
い
人
格
権
に
つ
い
て
も
、
死
者
の
保
護
に
値
す
る
利
益
が
存
す
る
限
り
は
、
存
続
す
る
と
解
さ
れ
な
け
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回
残
留
物
（
勾
冊
巨
自
日
）
、
残
余
（
幻
旨
百
画
目
）
説

（
妬
）

コ
ー
ラ
ー
（
【
。
こ
の
『
）
は
、
死
者
に
人
格
権
の
残
留
物
（
雨
⑩
己
皀
冒
）
が
帰
属
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
残
留
物
は
、

死
者
に
、
権
利
侵
害
に
対
し
て
第
三
者
（
近
親
者
）
に
よ
る
保
護
を
認
め
て
や
る
。
死
後
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
と
し
て
は
、
人
間

の
尊
厳
と
名
誉
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

死
体
は
、
単
な
る
物
で
は
な
く
、
人
格
の
残
余
（
召
・
厨
薗
己
）
、
・
残
照
（
ｚ
目
高
一
ｍ
目
）
と
し
て
認
め
ら
れ
、
ま
た
保
護
さ

（
邪
）

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
何
か
独
特
な
も
の
、
独
立
な
も
の
お
よ
び
人
格
的
な
も
の
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
。

ガ
ー
ラ
イ
ス
（
○
口
『
：
）
は
、
死
体
に
法
的
に
特
別
な
地
位
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
が
権
利
の
担
い
手
た
り
う
る
こ
と

を
認
め
る
。
こ
の
法
的
に
特
別
な
地
位
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
延
長
さ
れ
た
人
格
権
は
、
身
体
の
形
状
が
腐
朽
等
に
よ
っ

て
完
全
に
な
く
な
る
ま
で
存
続
す
る
、
と
ガ
ー
ラ
イ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
埋
葬
の
際
に
は
比
較
的
長
く
存
続
す
る
が
、

火
葬
の
際
に
は
き
わ
め
て
短
時
間
し
か
存
続
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ッ
（
忍
扁
己
甘
）
も
、
死
体
に
特
別
な
地
位
を
認
め
、
そ
の
死
体
の
も
と
に
生
前
有
し
て
い
た
権
利
の
一
部
が
残
っ

て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

⑪
制
限
的
権
利
能
力
説

中
で
ど
の
よ
う
に
理
論
構
成
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
別
で
あ
る
。
理
論
構
成
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
の
は
、
結
局
、
主
体

な
き
権
利
自
体
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
解
し
こ
こ
で
説
明
し
た
。

（
ｈ
）
制
限
的
権
利
能
力
論

死
後
の
人
格
権
の
存
続
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
権
利
能
力
が
死
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
、
と
い
う
こ
と
目
体
を
修
正
し
よ
う
と
す

る
立
場
で
あ
る
。
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法
が
権
利
能
力
の
始
期
に
つ
い
て
誕
生
を
も
っ
て
統
一
的
に
は
定
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
参
照
し
て
、
死
を
あ
ら
ゆ
る
関
係

で
権
利
能
力
の
終
期
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
は
な
く
、
法
主
体
の
段
階
的
な
消
滅
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
出
て
く
る
。

胎
児
（
目
的
・
旨
目
印
）
の
保
護
が
、
後
日
完
全
な
権
利
能
力
を
有
す
る
者
が
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
よ
う
に
、
逆

に
死
者
の
保
護
は
、
そ
の
死
者
が
か
つ
て
生
存
中
完
全
な
権
利
主
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
こ
の

（
町
）

考
え
方
に
よ
っ
て
、
権
利
能
力
の
始
期
お
よ
び
終
期
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
権
利
能
力
と
い
う
統
一
的
な
概
念
を
色
々
な
段
階
に
解
体
す
る
最
近
の
試
み
お
よ
び
段
階
を
つ
け
ら
れ
た
権
利
能
力
の

（
犯
）

概
念
を
私
法
理
論
の
体
系
内
に
組
み
こ
も
う
と
す
る
最
近
の
試
み
は
、
ま
だ
一
般
的
な
同
意
を
得
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
、
ヒ
ル
シ
ュ
（
四
『
円
乞
は
、
刑
法
の
論
文
中
で
、
存
続
す
る
権
利
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
た
死
者

の
権
利
能
力
を
名
誉
殴
損
お
よ
び
侮
辱
に
関
し
て
肯
定
し
鰯
）
こ
の
理
論
の
出
発
点
は
、
Ｇ
Ｇ
一
条
一
項
で
い
う
「
人
間
」
と
い
う

概
念
の
抽
象
化
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
に
、
い
つ
ま
で
も
侵
害
に
対
し
保
護
さ
れ
う
る
、
具
体
的
な
権
利
主
体
に
関
係
の
な

い
人
間
の
尊
厳
の
承
認
を
可
能
に
す
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
実
際
の
権
利
の
担
い
手
の
存
在
を
超
え
て
延
び
て
い
る
人
間
の
尊
厳
に
、

あ
る
権
利
の
存
続
の
た
め
に
必
要
な
権
利
主
体
性
（
宛
の
ｏ
言
い
呂
亘
の
江
菖
威
｛
）
を
承
認
し
た
。
死
者
に
は
、
権
利
に
と
っ
て
不
可
欠

の
法
的
力
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
さ
い
些
細
な
こ
と
で
あ
る
、
と
ヒ
ル
シ
ュ
は
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
三
者

が
法
的
力
を
死
者
の
た
め
に
行
使
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

（
通
）
一
般
的
権
利
主
体
性
（
四
一
一
恩
曰
の
息
罵
・
宮
⑩
呂
亘
の
富
『
一
興
）
理
論

ブ
シ
ュ
マ
ン
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
条
で
言
及
さ
れ
て
い
る
権
利
能
力
の
概
念
と
な
ら
ん
で
、
そ
の
他
に
こ
の
概
念
の
前
提
を
な
す
一
般

的
権
利
主
体
性
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
輪
）
彼
は
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
担
い
手
の
死
後
も
持
続
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
格

権
は
、
私
法
上
の
理
論
体
系
中
に
最
も
良
く
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
一
般
的
権
利
主
体
の
概
念
は
、
権
利
能
力
の
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概
念
を
も
っ
て
は
理
解
さ
れ
え
な
い
あ
ら
ゆ
る
事
件
を
お
お
い
．
ま
た
そ
の
根
拠
は
ｌ
権
利
能
力
の
概
念
と
同
様
に
ｌ
結
局
、

（
釘
）

人
間
の
尊
厳
の
中
で
探
し
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
ポ
ル
フ
（
国
四
目
］
・
三
・
一
露
）
の
所
説
を
借
用
し
て
、
プ
シ
ュ
マ
ン

（
犯
）

は
、
権
利
主
体
性
を
少
な
く
と
も
法
規
の
帰
属
主
体
で
あ
る
べ
き
人
間
あ
る
い
は
人
間
の
団
体
の
特
性
と
定
義
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
一
般
的
権
利
主
体
性
は
、
あ
る
主
体
に
権
利
あ
る
い
は
義
務
を
帰
属
さ
せ
る
法
規
が
存
在
す
る
時
に
は
常
に
承
認
さ
れ
る
と
す

る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｋ
Ｕ
Ｇ
二
二
条
お
よ
び
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
八
三
条
の
死
者
に
関
し
て
も
あ
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
Ｋ
Ｕ
Ｇ
二
二
条
は
、

被
害
者
の
死
後
も
ま
た
、
遺
族
に
そ
の
肖
像
の
公
表
お
よ
び
流
布
を
そ
の
同
意
に
か
か
ら
せ
る
べ
き
権
利
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
し
、

ま
た
、
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
八
三
条
は
、
実
演
家
の
死
後
、
歪
曲
し
た
実
演
を
禁
ず
る
権
利
を
近
親
者
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
両
規
定
の
も
と

で
は
、
主
体
の
権
利
能
力
は
、
そ
の
死
を
も
っ
て
消
滅
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
権
利
は
主
体
に
帰
属
し
、
第
三
者
（
近
親
者
）

に
そ
の
権
利
主
張
を
ま
か
せ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
死
者
は
、
も
は
や
権
利
能
力
は
有
し
な
い
が
、
権
利
能
力
を
超
え
て
延
び
て
い

る
一
般
的
な
権
利
主
体
性
を
有
す
る
。

ブ
シ
ュ
マ
ン
は
、
Ｋ
Ｕ
Ｇ
二
二
条
、
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
八
一
一
一
条
等
の
類
推
（
の
Ｂ
の
層
：
四
一
○
四
の
）
に
よ
り
死
後
も
持
続
す
る
個
別
的
人
格

（
調
）

権
を
引
き
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
死
者
も
権
利
主
体
性
を
有
し
、
人
格
権
が
帰
属
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

（
Ⅳ
）
ヘ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
の
見
解

へ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
死
者
の
人
格
像
の
尊
重
は
、
「
個
々
の
権
利
主
体
の
相
応
す
る
個
々
の
権
利
な
し
に
法
秩
序
（
た
と

え
ば
、
蚤
］
。
②
》
」
＄
ぬ
５
国
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
一
般
的
義
務
か
ら
出
て
く
る
」
と
み
な
さ
れ
て
い
電
と
の
一
般
的

義
務
の
違
反
は
、
Ｇ
Ｇ
一
条
お
よ
び
二
条
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
人
格
保
護
の
具
体
化
を
通
じ
て
最
終
審
の
裁
判
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ（
弱
）

ら
れ
た
民
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
八
二
一
一
一
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
保
謹
法
規
の
違
反
を
意
味
す
る
。
ヘ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
エ
ッ
サ
ー
（
回
⑫
思
円
）

に
従
い
、
最
終
審
裁
判
官
の
裁
判
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
た
裁
判
官
法
は
、
性
質
上
法
曹
法
を
含
む
、
成
文
法
の
一
部
と
し
て
の
実
体
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人
格
価
値
は
、
そ
れ
が
生
存
者
に
帰
属
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
死
者
に
も
ま
た
承
認
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
は
、
学
説
は
一
致
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
死
は
そ
の
限
り
で
は
往
時
の
法
的
地
位
を
廃
し
、
あ
る
い
は
制
限
す
る
効
力
を
有

す
る
か
ら
で
あ
る
．
死
後
の
人
格
の
保
護
は
、
性
質
上
、
死
後
も
ま
た
保
護
に
値
す
る
よ
う
葱
人
格
的
法
益
に
限
ら
蕊
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
ま
ず
生
存
し
て
い
る
権
利
主
体
の
存
在
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
人
格
価
値
は
、
保
護
の
対
象
た
り
え
な
い
。
す

な
わ
ち
、
・
生
命
、
健
康
に
関
す
る
権
利
は
こ
れ
に
属
す
る
。
さ
ら
に
、
積
極
的
に
行
為
し
て
い
る
人
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
人

格
権
も
死
後
は
保
護
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
行
為
自
由
の
権
利
、
自
己
発
展
等
の
権
利
が
こ
れ
に
入
る
。

第
一
に
、
著
作
者
人
格
権
や
肖
像
権
に
つ
い
て
は
、
判
例
、
学
説
は
、
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
六
四
条
、
八
三
条
、
Ｋ
Ｕ
Ｇ
一
一
二
条
を
根
拠
に
、

そ
の
保
謹
が
死
後
に
及
ぶ
こ
と
を
一
般
に
承
認
し
て
い
る
。
明
文
の
根
拠
規
定
は
な
い
が
、
発
明
者
人
格
権
は
、
発
明
者
の
死
後
も

（
側
）

存
続
す
る
と
解
さ
れ
て
い
篭
第
二
に
、
同
一
性
利
益
、
特
に
人
格
像
の
変
造
を
阻
止
す
る
権
利
も
ま
た
保
護
さ
れ
る
．
第
三
に
、

氏
名
権
も
ま
た
死
後
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ス
パ
イ
組
織
と
う
わ
さ
さ
れ
て
い
る
団
体
が
、
死
亡
し
た
ド
イ
ツ

・
ポ
ー
ラ
ン
ド
協
調
の
先
駆
者
の
氏
を
つ
け
て
い
た
事
件
で
、
未
亡
人
の
氏
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
固
有
の
権
利
に
基
づ
い
て
で
は

あ
る
が
、
不
作
為
請
求
が
認
容
さ
煙
．
し
か
し
、
通
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
糎
事
案
で
は
、
死
者
の
氏
名
権
に
基
づ

（
妃
）

く
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
第
四
に
、
死
者
の
名
誉
も
保
護
さ
れ
る
。
死
者
が
生
前
に
取
得
し
、
ま
た
そ
の
減
ぜ
ら

的
実
定
法
で
あ
る
の
で
、
保
護
法
規
た
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
に
よ
る
私
法
上
の
法
益
保
護
は
、
同

（
鈴
）

条
一
項
に
比
べ
て
、
ま
さ
に
、
権
利
侵
害
が
規
範
違
反
の
要
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
保

護
法
規
違
反
は
、
保
謹
さ
れ
た
人
の
、
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
保
護
法
益
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
、
損
害
賠
償
お
よ
び
不

（
訂
）

作
為
義
務
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
事
情
を
ヘ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
は
基
礎
に
し
て
い
る
。

２
保
謹
範
囲
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れ
な
い
存
続
に
関
し
利
益
を
有
す
る
名
声
も
保
謹
さ
れ
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
一
八
九
条
は
死
者
の
追
憶
の
段
損
を
処
罰
し

て
い
る
。
第
五
に
、
生
活
像
は
、
一
連
の
判
例
学
説
で
死
後
な
お
保
護
に
値
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
ト
鞄
第
六
に
、
語
ら
れ
、

あ
る
い
は
書
か
れ
た
言
葉
に
関
す
る
権
利
も
死
後
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
麩
梨
｝
第
七
に
、
死
者
の
私
的
生
活
あ
る
い
は
秘
密
領
域
も
、

（
妬
）

暴
露
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

通
説
は
、
死
者
に
も
、
以
上
を
含
め
て
包
括
的
な
一
般
的
人
格
権
が
存
続
し
て
い
る
旨
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ブ
シ
ュ

マ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
人
格
的
利
益
は
、
た
し
か
に
一
般
的
人
格
権
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
中
核
的
、
本
質
的
な
部
分
で
は
な
い
、
と

す
る
。
一
般
的
人
格
権
の
中
核
的
、
本
質
的
部
分
（
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
、
た
と
え
ば
、
行
動
の
自
由
に
関
す
る
権
利
、
身

体
的
活
動
の
自
由
に
関
す
る
権
利
、
営
業
上
の
活
動
に
関
す
る
権
利
等
々
）
と
考
え
ら
れ
る
部
分
は
死
と
と
も
に
消
滅
す
る
。
し
た

（
妬
）

が
っ
て
、
死
者
に
保
謹
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
な
個
別
的
人
格
権
に
す
ぎ
な
い
と
ブ
シ
ュ
マ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）

死
者
の
人
格
権
の
限
界
は
、
我
々
の
文
化
上
の
見
解
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
良
俗
に
反
す
る
よ
う

な
遺
体
に
関
す
る
遺
言
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
有
名
人
（
勺
の
『
⑩
○
局
ロ
号
『
固
庁
円
恩
冨
。
｝
旨
）
は
、
死
後
も
、
生
存

中
と
同
様
の
制
限
に
服
す
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
研
究
に
関
す
る
科
学
的
利
益
は
、
特
別
な
考
慮
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
死
者
の
人
格
的
利
益
は
、
死
ん
で
か
ら
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
重
要
性
を
失
う
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
は
、
歴
史
研
究
の
科
学
的
利
益
と
死
者
の
利
益
が
衡
量
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
利
益
衡

量
は
、
死
者
の
利
益
が
適
族
の
正
当
な
利
益
と
衝
突
す
る
と
き
に
も
ま
た
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
死
者
の
娘
が
、
遺

体
を
解
剖
室
に
適
贈
し
た
父
の
遺
言
を
、
父
に
対
す
る
尊
崇
感
情
か
ら
実
行
し
よ
う
と
し
な
い
と
き
、
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
べ

き
か
も
、
結
局
は
、
両
者
の
利
害
の
衡
量
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
麩
鞄

３
保
護
期
間
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死
者
へ
の
追
憶
は
時
と
と
も
に
色
あ
せ
、
ま
た
死
者
の
利
益
は
、
時
の
経
過
に
つ
れ
て
重
要
性
を
失
っ
て
行
く
。
死
者
が
遺
族
や

世
人
か
ら
全
く
忘
れ
去
ら
れ
て
、
今
や
歴
史
上
の
人
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
科
学
的
、
芸
術
的
あ
る
い
は
娯
楽
的

作
品
に
よ
る
死
者
の
生
活
像
の
歪
曲
は
、
保
護
さ
れ
な
い
。
時
の
経
過
に
よ
る
死
者
の
利
益
の
減
少
に
応
じ
て
、
公
衆
の
情
報
利
益

や
歴
史
研
究
の
科
学
的
利
益
は
増
大
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
の
存
続
す
る
人
格
権
が
時
間
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
妥
当
で

あ
る
。
実
際
に
死
後
の
人
格
権
の
保
護
が
無
限
に
続
く
べ
き
だ
と
主
張
す
る
者
は
、
学
説
上
、
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
、
具
体
的

に
ど
の
期
間
が
適
切
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
現
行
規
定
も
ま
ち
ま
ち
で
、
学
説
も
一
致
を
み
な
い
。

ま
ず
、
確
定
的
趣
保
護
鯛
聞
の
菫
を
思
い
と
ど
ま
る
義
が
麓
』
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
（
ｚ
ご
…
『
）
は
、
確
定
的
趣
期
間
を

（
卯
）

設
定
せ
ず
、
人
格
的
利
益
の
保
護
の
重
要
性
に
ま
か
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
利
益
は
、
か
な
り
長
い
期
間

（
Ⅲ
）

の
経
過
後
は
、
も
は
や
存
続
し
な
く
な
る
、
と
す
る
。
ラ
ー
レ
ン
ッ
（
伊
日
の
目
）
は
、
死
後
の
人
格
権
は
、
｜
世
代
の
間
、
存
続
す

る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
通
常
、
こ
の
期
間
は
、
死
者
の
生
活
や
活
動
に
関
し
て
利
害
関
係
の
あ
る
人
が
存
在
す
る

か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
も
「
保
護
の
自
明
の
期
間
は
、
す
で
に
死
者
の
人
格
的
法
益
が
生
存
し
て
い
る
請
求
権
者
に
よ
っ
て

（
兜
）

の
み
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
て
く
る
」
と
述
べ
、
請
求
権
者
の
生
存
中
に
限
っ
て
い
る
。

（
兜
）

他
の
学
説
は
、
死
者
の
人
格
権
保
護
に
一
定
の
固
定
的
な
期
間
を
付
す
。
そ
し
て
、
こ
の
期
間
は
、
除
斥
期
間
と
解
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
フ
ー
プ
マ
ン
は
、
著
作
者
人
格
権
や
肖
像
権
に
関
す
る
諸
規
定
（
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
六
四
条
は
七
○
年
、
同
八
一
一
一
条
は
二
五
年
、
Ｋ

Ｕ
Ｇ
二
一
一
条
は
一
○
年
）
を
参
照
し
て
、
「
七
○
年
の
期
間
は
長
す
ぎ
、
か
と
い
っ
て
一
○
年
で
は
短
か
す
ぎ
る
」
と
し
て
、
二
五
年

（
別
）

（
弱
）

間
存
続
す
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
。
コ
ー
ラ
ー
は
、
た
っ
た
五
年
の
保
護
期
間
を
提
唱
し
て
い
る
。
コ
ー
ラ
ー
は
、
こ

の
期
間
を
ロ
ー
マ
法
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
で
は
、
人
の
死
後
五
年
間
に
限
り
、
そ
の
者
の
権
利
状
態
を
争
い
あ
る
い

は
そ
の
者
の
遺
言
に
よ
る
処
分
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
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死
者
が
、
自
分
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
権
利
を
も
は
や
自
分
自
身
で
は
行
使
し
え
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
死
者
は
、
権
利

擁
護
の
た
め
に
自
分
に
対
す
る
関
係
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
必
要
と
す
る
。
死
者
の
利
益
は
、
こ
の
権
利
代
行

（
弱
）

（
駒
）
（
記
）

者
に
よ
り
擁
護
さ
れ
る
。
こ
の
代
行
資
格
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
ラ
ー
レ
ン
ッ
や
ヘ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
等
、
多
く
の
者

は
、
「
受
託
者
（
早
目
颪
己
の
『
）
」
と
し
て
、
死
者
の
利
益
を
自
分
の
権
利
に
基
づ
き
代
行
す
る
権
限
が
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ

に反し、キースリンク（国の叩一日、）（蝿この権利者を代理人とみている。
誰
が
請
求
権
者
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ
る
。
死
後
に
残
さ
れ
た
財
産
的
価
値
の
継
承
者
と
し
て
の
相
続
人

の
決
定
と
死
者
の
人
格
的
法
益
に
対
す
る
権
利
代
行
者
の
決
定
と
は
、
別
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
請

（他）（釦）
求
権
者
と
し
て
相
続
人
を
あ
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
妥
当
で
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。（御
）

死
者
の
人
格
権
を
行
使
し
う
る
者
の
第
一
は
、
近
親
者
で
あ
る
。
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
近
親
者
と
し
て
配
偶
者
、
子
供
、
こ
れ
が

い
な
け
れ
ば
両
親
、
両
親
も
い
な
け
れ
ば
、
兄
弟
姉
妹
お
よ
び
孫
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
の
場
合
に
は
、
Ｋ
Ｕ
Ｇ
二
二
条
で
肖
像
権
が

肖
像
権
者
の
死
後
、
近
親
者
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
旨
が
、
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
死
後
の
人
格
権
の
行
使
は
近
親
者
に
よ
り

な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
導
き
出
し
、
さ
ら
に
近
親
者
の
範
囲
の
確
定
の
た
め
に
は
、
Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
一
八
九
条
、
一
九
四
条
、
七
七
条
二

項
等
を
参
照
し
て
い
る
。
フ
ー
プ
マ
ン
は
、
同
じ
く
死
者
の
人
格
権
の
擁
謹
に
つ
い
て
近
親
者
に
よ
る
点
は
、
Ｋ
Ｕ
Ｇ
二
二
条
に
依

拠
す
る
が
、
近
親
者
の
範
囲
の
確
定
の
た
め
に
は
、
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
八
一
一
一
条
三
項
、
六
○
条
三
項
と
Ｋ
Ｕ
Ｇ
二
二
条
を
類
推
適
用
し
て
、

（
閉
）

配
偶
者
、
子
供
、
そ
れ
が
い
な
い
と
き
に
は
両
親
が
請
求
権
者
だ
と
す
る
。
ヘ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
一
八
九
条
を
類
推
し
て
、

配
偶
者
、
子
、
両
親
お
よ
び
兄
弟
姉
妹
と
い
う
最
も
近
い
適
族
を
請
求
権
者
だ
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
近
親
者
が
死
者
の
人
格
権
を

行
使
す
る
こ
と
は
自
然
の
姿
で
あ
り
、
現
行
法
の
諸
規
定
と
も
一
致
す
る
。
し
か
し
、
近
親
者
と
死
者
の
利
害
は
、
常
に
一
致
す
る

４
請
求
権
者
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と
は
限
ら
ず
、
ま
た
相
反
す
る
場
合
も
あ
る
。
死
者
に
対
す
る
攻
撃
的
な
記
事
が
、
死
者
の
信
用
を
著
し
く
失
わ
せ
て
い
る
が
、
近

親
者
は
傍
観
し
て
い
る
か
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
満
足
気
に
静
観
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
死
者
の
人
格
権
が
近

親
者
に
よ
り
歪
曲
さ
れ
る
場
合
す
ら
寵
．
結
局
死
者
の
人
格
権
の
保
護
が
実
現
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
近
親
者
の
意
思
に
よ
る

（
髄
）

こ
と
に
な
り
、
両
者
の
利
害
が
一
致
し
な
い
か
、
近
親
者
に
よ
る
加
害
の
場
合
に
は
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
近
親

者
そ
の
も
の
が
全
く
存
し
な
い
場
合
に
も
ま
た
、
死
者
の
人
格
権
は
保
護
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
る
。

（
船
）

し
た
が
っ
て
、
請
求
権
者
の
第
二
は
、
死
者
が
生
前
に
明
示
的
に
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
指
定
の
意
思
は
電
全
く
財
産
的
な
利
益

に
か
か
わ
り
な
い
の
で
、
遺
言
の
形
式
を
ふ
む
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
死
者
の
相
当
に
真
撃
な
意
思
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
死
者
は
自
分
の
死
後
の
た
め
に
、
自
分
の
人
格
的
利
益
の
擁
護
を
友
人
、
知
人
、
死
者
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
財
団
あ
る
い
は
社
団
に
信
用
し
て
任
せ
る
と
と
が
で
詮
誕

（
閲
）

ヘ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
前
記
二
つ
以
外
に
、
事
実
上
の
親
密
な
生
活
か
ら
生
じ
て
く
る
黙
示
の
授
権
も
認
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

近
親
者
に
よ
る
死
者
の
中
傷
に
対
し
て
、
死
者
の
長
年
の
女
友
達
は
、
請
求
権
限
が
あ
り
、
ま
た
死
者
の
人
格
権
侵
害
が
研
究
や
職

業
上
の
領
域
に
か
か
わ
り
、
か
つ
近
親
者
が
十
分
な
特
有
の
専
門
知
識
に
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
、
同
僚
あ
る
い
は
、
科
学
的
な
共

同
研
究
者
も
死
者
の
人
格
像
に
対
す
る
侵
害
を
防
ぐ
べ
き
可
能
性
を
有
す
る
。

請
求
権
者
が
、
特
に
近
親
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
請
求
権
者
が
多
数
い
る
こ
と
が
あ
り
、
濫
訴
の
お
そ
れ
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

根
拠
に
、
近
親
者
間
に
順
位
を
付
す
説
も
嫁
弛
し
か
し
、
有
効
な
死
後
の
人
格
権
保
誕
の
た
め
に
、
請
求
権
者
間
に
順
位
を
設
け

る
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
も
あ
⑰
こ
の
考
え
方
の
ほ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
請
求
権
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
権
利
行
使
で
き
る

の
で
死
者
の
人
格
権
保
護
の
た
め
に
、
有
効
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
順
位
を
定
め
る
と
、
先
順
位
者
が
故
意
に
権
利
行
使
を
し
な
い

と
き
に
、
死
者
の
保
護
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
も
生
ず
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
四
、
３
の
項
で
後
述
す
る
。
艦
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訴
の
お
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
近
親
者
が
死
者
の
人
格
権
の
保
護
の
た
め
の
訴
訟
を
提
起
し
て
も
固
有
の
財
産
上
の
利
得
を
得
る
こ
と

（
Ⅵ
）

は
な
く
、
そ
の
上
、
訴
訟
の
費
用
は
自
己
負
担
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
妃
憂
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

請
求
権
者
が
多
数
い
る
場
合
に
も
、
権
利
行
使
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
な
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
請
求
権
者
間
に
順
位
を
付
す

学
説
に
お
い
て
同
順
位
者
が
多
数
い
る
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
近
親
者
の
一
人
あ
る
い
は
同
順
位
の

（
犯
）

近
親
者
の
一
人
が
侵
害
行
為
を
な
し
て
い
る
時
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
、
違
法
性
の
阻
却
が
近
親
者
の
同
意
に
よ
る
べ
き
と

き
に
は
、
全
員
あ
る
い
は
、
順
位
を
定
め
る
学
説
に
よ
れ
ば
、
同
順
位
の
者
全
員
が
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
に
は
、
全
員
あ
る

５
救
済
の
内
容

５
剰
一
淫
〉
α
〆
小
室
』

死
後
の
人
格
権
侵
害
の
救
済
と
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
通
説
は
、
金
銭
賠

償は、それが財産的損害の賠償であれ、慰謝料としてであれ、否定されるべきであるとしてＬ読』死者は金銭に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
る
べ
き
損
害
を
法
的
意
味
に
お
い
て
全
く
有
し
な
い
。
つ
ま
り
、
被
害
者
が
欠
け
て
お
り
、
ま
た
死
者
の
人
格
法

益の侵害からは、もはや死者に財産的損害は生じえないからであるとされて」鞘また、慰謝料（有名な罵『『‐
…
一
回
判
決
１
ｍ
○
国
目
：
邉
己
：
鰻
筥
圏
ｌ
以
来
一
定
の
要
件
の
下
に
、
生
存
誉
の
一
般
的
人

格
権
の
侵
害
の
際
に
は
認
め
ら
れ
て
い
る
）
も
ま
た
認
め
ら
れ
な
い
。
死
者
は
、
も
は
や
精
神
的
苦
痛
を
感
じ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
○

た
し
か
に
慰
謝
料
の
承
認
は
、
死
者
の
人
格
保
護
を
確
実
に
す
る
た
め
に
有
効
な
一
般
予
防
的
効
力
は
有
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
者
へ
の
中
傷
が
、
結
果
的
に
請
求
権
者
に
利
得
（
損
害
填
補
で
は
な
じ
を
得
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
妥

（
だ
）

当
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
一
般
的
人
格
権
の
侵
害
の
際
の
慰
謝
料
を
、
主
と
し
て
被
害
者
に
満
足
を
手
に
入
れ
て
や

る
た
め
の
も
の
と
解
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
見
解
と
も
一
致
免
諏
｝
な
ぜ
な
ら
、
世
俗
的
な
裁
判
の
手
段
に
よ
っ
て
は
、
も
は
や
死
者
に
満

足
を
手
に
入
れ
て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
鉦
靭
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救
済
手
段
と
し
て
は
、
不
作
為
請
求
権
、
妨
害
排
除
請
求
権
お
よ
び
反
論
権
（
息
帰
且
、
［
⑪
画
一
目
圏
の
○
三
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

（
だ
）

な
る
。
こ
れ
ら
の
請
求
権
を
も
っ
て
、
た
と
え
ば
無
権
限
者
の
手
中
に
あ
る
死
者
の
手
紙
や
日
記
帳
を
返
還
さ
せ
、
ま
た
、
生
活
像

を
歪
曲
す
る
よ
う
な
小
説
の
販
売
を
禁
止
説
）
さ
ら
に
名
誉
を
段
損
す
る
よ
う
癒
不
真
実
茎
張
を
取
消
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

（帥）（魂）
る
。
反
論
文
掲
載
請
求
権
は
、
各
ラ
ン
ト
Ｐ
四
日
）
の
新
聞
法
に
基
づ
く
救
済
で
あ
っ
て
、
定
期
刊
行
物
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ

た
事
実
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
、
反
論
文
の
掲
載
を
編
集
者
な
い
し
発
行
者
に
請
求
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
取
消
と
は
異
な

っ
て
報
道
さ
れ
た
事
実
の
不
真
実
性
が
裁
判
所
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
編
集
者
等
は
、
被
害
者
の
作
成
し
た
反
論

文
を
そ
の
ま
ま
、
掲
載
要
求
の
あ
っ
た
日
以
後
の
最
近
号
で
、
原
文
掲
載
の
場
所
と
同
じ
場
所
に
同
一
の
大
き
さ
の
活
字
で
掲
載
す

べ
き
で
あ
り
、
ま
た
掲
載
料
は
、
無
料
と
な
っ
て
』
秘

通
説
の
枠
内
で
、
次
の
よ
う
な
問
題
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
請
求
権
者
が
、
有
利
な
金
銭
上
の
申
し
合
わ
せ

の
故
に
、
彼
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
べ
き
死
後
の
人
格
権
の
侵
害
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
死
後
の
直
接

の
人
格
権
保
護
は
、
人
間
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
人
格
価
値
が
、
そ
の
者
の
死
後
保
謹
さ
れ
る
こ
と
に
関
す
る
人
間
の
利
益
に
役

立
つ
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
さ
れ
る
な
ら
ば
、
死
者
が
生
前
に
こ
の
種
の
侵
害
に
対
し
て
同
意
を
与
え
る

旨
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
限
り
で
、
代
行
資
格
は
、
請
求
権
者
に
よ
り
保
護
さ
れ
る

べ
き
利
益
に
関
す
る
管
理
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
管
理
権
も
相
続
人
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
相
続
人
は

財
産
的
地
位
に
お
け
る
権
利
承
継
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
通
説
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
請
求
権
者
は
、
死
者
の
人
格
的
価
値
は
管
理

す
る
が
経
済
的
価
値
は
管
理
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
権
者
は
権
利
侵
害
に
関
し
て
同
意
し
う
る
が
収
得
金
（
回
１
９
）
は
、

相
続
人
に
帰
属
す
報
）
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（
１
）
国
の
函
国
忌
．
ｍ
・
鴎
Ｐ

（
２
）
い
⑦
冨
匡
ロ
○
ず
の
ｐ
ご
曾
囚
９
．
⑭
．
圏
皀
尻
○
の
す
の
一
．
己
四
⑩
司
日
ワ
量
『
天
①
己
○
の
⑰
勺
貝
の
ｇ
］
－
，
豈
丙
①
一
斤
の
『
の
、
宮
の
目
９
１
の
日
『
８
の
．

Ｚ
］
三
酊
魚
印
・
畠
①
島
国
．
Ｏ
・
三
目
の
ａ
の
望
．
□
回
⑪
四
一
一
ｍ
の
目
の
旨
の
勺
の
Ｈ
⑩
ｇ
’
－
８
戸
の
一
斤
、
『
の
ｎ
頁
．
ご
〔
一
国
②
Ｐ
⑫
・
山
Ｐ
》
四
・
四
：
己
自
Ｐ
Ｃ
四
ｍ

勺
の
厨
○
ロ
ー
ｎ
ヶ
岸
の
一
厨
『
の
、
言
・
源
尹
巨
【
一
・
ｓ
①
『
叩
・
い
ち
｛
浄
聿
の
。
【
『
唇
、
の
【
‐
Ｚ
－
の
一
四
コ
ｇ
ご
勺
の
『
の
○
口
一
一
、
豈
丙
の
笄
⑫
の
ｎ
ヶ
巳
い
く
の
『
⑪
８
『
ケ
の
ロ
の
【
四
一
ｍ

⑪
ｎ
ケ
『
、
口
汚
の
。
①
『
可
『
の
夢
の
耳
・
の
『
【
巨
口
、
（
・
の
幻
己
”
ご
ｍ
Ｐ
の
。
ｍ
圏
【
け

（
３
）
口
の
四
国
、
Ｐ
、
。
円
い
式

（
４
）
」
庁
四
ｍ
一
・
『
－
，
ゴ
マ
己
山
の
勺
の
『
⑪
○
昌
一
、
可
戸
の
】
扇
の
、
彦
巨
同
く
の
『
⑪
８
【
す
の
ロ
の
『
・
幻
の
ロ
ゴ
扇
す
の
諄
「
凹
豈
『
巨
口
、
巨
口
。
宛
の
、
胃
⑫
の
ロ
〔
三
一
ｎ
厘
巨
己
、

（
句
の
の
厨
、
彦
ユ
津
寓
『
四
の
曰
ユ
、
ず
い
四
口
、
の
Ｎ
巨
曰
『
Ｐ
の
①
ワ
臣
『
厨
目
、
）
】
】
召
Ｐ
の
。
】
ｓ
・

（
５
）
国
の
四
・
ｚ
］
弓
惇
垣
忌
つ
い
・
国
凶
。

（
５
）
国
ぐ
の
『
｛
Ｐ
ｚ
］
ご
『
］
＠
員
の
．
思
念
廓
本
決
定
は
、
前
述
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
メ
フ
ィ
ス
ト
判
決
で
命
ぜ
ら
れ
た
小
説
「
メ
フ
ィ
ス
ト
」

の
印
刷
、
販
売
、
出
版
の
禁
止
に
対
し
て
、
出
版
社
か
ら
出
さ
れ
た
憲
法
異
議
の
申
立
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
７
）
国
ぐ
の
『
〔
の
】
Ｚ
］
ヨ
】
②
国
・
の
。
】
の
台
。

（
８
）
【
・
Ｐ
四
『
の
目
》
シ
］
］
ぬ
の
目
の
ヨ
の
【
弓
四
一
○
の
の
。
①
具
の
◎
ず
の
口
因
甸
『
、
の
ユ
ー
、
可
の
口
幻
の
、
胃
印
》
←
・
少
昌
一
・
マ
マ
⑭
房
の
。
Ｓ
⑫
【
一
同
己
曰
の
Ｒ
の
『
色
⑪
‐

ｚ
ご
己
の
ａ
２
．
Ｆ
ｇ
『
ご
巨
呂
。
①
の
国
辱
『
ぬ
①
『
－
－
８
の
ロ
宛
の
○
頁
⑪
》
国
ｇ
〕
．
シ
］
］
頭
の
Ｂ
の
ご
貝
目
の
】
一
・
円
囚
一
惇
．
］
、
．
シ
貝
一
・
・
》
】
白
白
・
い
、
程
〔
【
引

田
・
田
ｍ
ｐ
ｍ
の
匂
い
の
冨
己
Ｅ
ｎ
ｐ
Ｑ
の
の
固
円
耳
の
、
豈
厨
・
か
叩
国
や
⑰
》
【
ご
己
Ｏ
Ｃ
Ｃ
】
ロ
、
ご
回
『
す
【
の
、
耳
一
房
・
少
貝
一
・
・
》
皀
・
ｍ
・
閨
『
澪
・
》
国
巨
す
目
】
凹
口
Ｐ

目
（
）
．
．
ｍ
・
農
】
》
宍
己
瞬
円
‐
吾
の
一
回
目
》
の
内
ご
幻
】
＠
員
の
．
、
鴎
魚
・
尻
○
の
す
の
一
・
三
］
三
＄
農
の
・
畠
①
魚
》
シ
・
団
巨
の
、
冒
目
目
・
ロ
色
『
句
。
門
夛
『
』
７

房
巨
口
、
。
の
、
勺
の
『
③
。
。
］
】
、
毒
丙
①
一
厨
『
の
、
彦
斤
切
己
②
、
ゴ
ロ
の
Ｂ
『
Ｃ
Ｑ
、
。
ｚ
］
弓
］
①
「
Ｐ
の
。
⑭
つ
巴
爲
》
田
の
］
□
【
】
ロ
ー
》
回
、
○
・
・
の
。
】
②
『
〔
（

（
９
）
困
巨
ワ
ョ
四
口
ご
・
四
四
○
．
ご
ｍ
・
い
』
魚
廓

注
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（
ｕ
）
□
毎
ユ
、
》
四
四
○
・
．
ご
印
ワ
①
⑪
。
ご
ｇ
の
『
の
宛
』
ｐ
Ｈ
・
田
・

（
遁
）
固
巨
の
目
ロ
】
目
Ｐ
ｚ
］
君
］
召
Ｐ
の
．
ｇ
田
・

（
焔
）
く
・
二
房
。
砲
。
一
旦
‐
【
一
の
曰
皀
ロ
、
⑫
因
Ｃ
ｐ
ｐ
２
の
『
ロ
ロ
ロ
頤
の
晩
の
厨
ご
腺
尹
員
一
・
・
シ
『
け
］
シ
ョ
ロ
Ｆ
皀
四
ｐ

（
Ⅳ
）
国
Ｅ
ｍ
ｎ
ゴ
ョ
四
口
目
Ｚ
］
言
】
召
Ｐ
ｍ
・
曽
田
・

（
肥
）
三
目
ロ
Ｎ
・
ロ
毎
ュ
叩
：
（
）
・
マ
シ
円
庁
哺
勾
二
口
『
・
急
・

（
四
）
国
巨
の
呂
日
：
Ｐ
ｚ
〕
冨
巳
『
Ｐ
、
．
ｇ
田
・

（
卯
）
国
の
四
Ｎ
届
》
⑪
。
』
色
【
屍
》
因
の
四
Ｎ
ｇ
・
の
．
］
圏
【
【
・

（
皿
）
西
ニ
ヶ
ョ
“
コ
コ
ロ
四
ｍ
○
・
・
ｍ
・
画
穐
浄

（
配
）
【
『
ご
ｍ
の
『
’
三
一
の
一
目
ｇ
ｏ
宛
ご
丙
］
患
⑭
》
⑫
．
、
農
・

（
鋼
）
ｍ
Ｅ
の
、
ニ
ロ
］
目
Ｐ
ｚ
］
ヨ
］
召
Ｐ
の
．
ｇ
雪
・
彼
は
、
そ
の
例
と
し
て
、
無
記
名
証
券
の
放
棄
、
会
員
の
い
な
く
な
っ
た
団
体
、
白
地

譲
渡
を
あ
げ
て
い
る
。
四
の
’
１
１
，
ヶ
園
○
・
・
の
．
〕
患
》
四
・
勺
・
君
の
⑪
房
『
日
：
Ｐ
Ｄ
閉
凹
二
ｍ
の
日
の
言
の
勺
の
厨
冒
一
一
○
蔦
の
」
扇
『
の
。
耳
目
＆
。
①
ロ
〕

弓
・
ロ
の
⑪
の
ヨ
の
⑩
目
鼠
、
の
『
⑪
・
可
四
日
”
Ｎ
］
忠
Ｐ
ｍ
・
患
い
・

（
型
）
四
の
Ｅ
ユ
ｎ
戸
四
図
。
。
ご
ｍ
・
勗
〆

（
巧
）
【
○
三
国
》
Ｃ
四
②
国
頤
の
ロ
亘
一
旦
冒
】
宛
①
、
与
（
。
⑪
。
ｇ
【

田
ご

〆凸、グー、ゲー、’－，

呂１３１２１１１０
●、－〆、-’、－グミーン

西
の
一
Ｑ
Ｈ
－
ｎ
戸
、
画
○
・
一
ｍ
。
】
の
『
。

た
と
え
ば
、
田
口
ワ
ロ
〕
色
ロ
ロ
・
息
○
・
・
ｍ
・
置
司
・
》
四
の
一
ロ
ユ
ｎ
戸
：
（
）
・
》
ぬ
。
］
の
『
・

因
巨
の
８
日
目
Ｐ
ｚ
］
三
〕
ヨ
Ｐ
の
．
ｇ
圏
戸

□
且
『
侭
曰
叩
冨
四
巨
口
Ｎ
‐
□
母
ユ
噸
０
因
の
目
○
頤
の
『
二
口
二
ｍ
の
⑪
①
百
・
【
。
ｐ
】
日
の
員
閏
》
騨
少
巨
帛
一
．
ご
シ
ペ
戸
】
抄
ワ
の
。
】
”
』
口
『
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⑫
③
禽
浄
に
よ
る
。

（
酪
）
以
下
の
○
回
『
の
》
⑪
お
よ
び
両
目
：
胃
の
見
解
は
、
主
と
し
て
、
国
・
Ｐ
９
【
目
目
・
勺
。
⑪
［
曰
・
円
こ
の
『
勺
の
円
の
。
ロ
ー
ｎ
房
の
一
筋
⑪
、
ゴ
巨
薗
ｌ

閣巨『句『借のロの⑩司○風ご①の〔①宮のロのこの叩凹一一ｍ①日のご目弔の『の○口一一○蔦の一斤閂の、胃⑫与臼色のご目Ｃ」○ｍの幻の、胃⑩（『筒の『⑫言冒巨の－．

（
”
）
尋
①
⑪
訂
『
日
目
ロ
・
圃
日
幻
Ｎ
Ｂ
Ｓ
．
、
．
、
＄
・

（
犯
）
国
巨
切
呂
目
口
昌
一
ｚ
］
ヨ
ご
『
Ｐ
、
．
ｇ
恩
・

（
豹
）
四
・
］
・
霞
『
⑪
ｎ
ヶ
固
司
の
巨
己
国
の
］
の
昼
一
ｍ
目
、
Ｉ
の
『
：
。
【
『
ロ
、
の
ご
Ｑ
の
⑩
⑫
［
『
囚
｛
『
の
、
声
二
一
９
２
向
汀
『
の
ロ
、
、
言
冒
の
⑪
ｌ
》
の
．

】
巴
警
句
ｚ
】
『
ど
の
・
］
皀
や
『
Ｚ
】
鱒

（
加
一
）
、
口
⑪
、
盲
目
ロ
ニ
ヱ
］
ヨ
】
召
Ｐ
⑪
．
ｇ
田
浄

（
皿
）
四
・
］
・
三
○
一
盆
ぐ
の
『
弱
国
一
目
。
、
閂
の
Ｃ
胃
壹
閂
・
『
・
尹
貝
］
・
Ｓ
ｍ
餌
留
画
白
Ｐ

（
亜
）
国
巨
の
、
盲
目
ご
ロ
．
ｚ
］
乏
巳
『
Ｐ
、
・
９
ｍ
司

詞
）
プ
シ
ュ
マ
ソ
は
、
死
後
に
存
続
す
る
人
格
権
（
生
活
像
お
よ
び
性
格
像
に
関
す
る
権
利
、
美
的
お
よ
び
創
造
的
な
業
績
に
関
す
る
梅

利
、
醤
か
れ
た
一
一
一
一
口
葉
に
関
す
る
権
利
、
遺
体
の
無
傷
性
等
）
は
、
人
格
権
と
無
体
財
産
権
（
閂
日
日
胃
の
１
四
一
碩
房
の
『
『
の
、
胃
）
の
境
界
線
上
に
あ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
人
格
権
の
構
成
部
分
で
は
あ
る
が
、
本
質
的
構
成
部
分
で
は
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
後
に
存
続
す
る
の
は
、

一
般
的
人
格
権
で
は
な
く
、
個
別
的
人
格
権
だ
と
す
る
。
ｍ
Ｅ
ｍ
：
ロ
】
自
己
壱
三
］
三
］
・
『
Ｐ
の
．
ｇ
田
【
・

（
鋼
）
出
の
亘
ユ
ｎ
戸
目
。
。
》
ｍ
・
扇
⑭
【

（弱）］・回⑪⑰閂・宛一、耳の『『のｎ頁】の①１，頁⑪、のケ日巨ｎヶ臣。。。①誤『○ずロ汀の斧閂の、耳如司の、厨、ゴュ｛［四一℃己の一（】＠ｓ）②

温
葭
（
巨
的
）

〆へ

３７
、‐〆

〆■、

３６
、－〆

戸
巨
『
の
ロ
Ｎ
》
Ｆ
の
胃
９
９
口
の
⑰
⑪
８
巨
巨
『
の
、
亘
房
】
Ｃ
シ
ロ
〔
一
・
・
》
》
目
》
二
・
ｍ
．
、
践
蔑

勺
・
の
９
頭
「
の
ａ
目
閂
霄
己
凹
の
弓
の
『
印
○
口
一
一
、
彦
再
の
岸
の
円
の
、
耳
冒
旦
の
『
色
の
具
の
、
彦
の
口
凶
く
】
］
局
、
胃
⑫
Ｃ
ａ
目
巨
口
、
．
の
．
】
宗
宍
な
お
、
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L
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,
S
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ｉ
７
２
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Ｓ
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総
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“
゜
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（
畠
）
H
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n
，
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a
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,
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．

（
＝
）
E
b
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．

（
＝
）
Ｂ
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Ｈ
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Ｓ
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３
１
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（等）Hubmann，ａa0.,ｓ､３４４；ＢＧＨＺ２６，Ｓ､6８（ScherlockHolmes）；ＢＧＨＺ５ｑＳ、１３３（Mephisto)．
（
等
）
H
u
b
m
a
n
n
，
ａ
a
0
.
,
ｓ
、
３
４
４
；
Ｂ
Ｇ
Ｈ
Ｚ
２
６
,
Ｓ
,
６
１
ｆ
ｆ

（
尋
）
K
o
e
b
e
l
，
Ｎ
Ｊ
Ｗ
１
９
５
ａ
Ｓ
、
９
３
７
；
H
u
b
m
a
n
n
,
ａ
a
０
．
，
ｓ
､
3
4
5
．

（
等
）
Ｋ
ｏ
ｅ
ｂ
ｅ
Ｌ
Ｎ
Ｊ
Ｗ
１
９
５
ａ
Ｓ
､
９
３
７
；
L
a
r
e
n
z
,
４
２
Ｄ
Ｊ
Ｔ
,
Ｓ
､
３
０
；
H
u
b
m
a
n
n
,
ａ
a
0
.
,
ｓ
､
3
4
5
．

（
等
）
B
u
s
c
h
m
a
n
n
，
N
J
W
1
9
7
0
，
Ｓ
、
2
0
8
5
ｆ

（
写
）
H
u
b
m
a
n
n
，
ａ
a
0
.
,
3
3
4
5
．

（
等
）
H
u
b
m
a
n
n
,
a
a
O
.
,
Ｓ
３
４
５
ｆ

（零）Enneccerus‐NippeTdey,aaO.,§１０１，，ｓ､５９５；Nipperdey,Ufita30,Ｓ､２２；Mpperdey,４２，JＴ，Ｓ，

１
９
；
L
a
r
e
n
z
,
４
２
Ｄ
Ｊ
Ｔ
,
３
３
０
；
H
e
l
d
r
i
c
h
,
ａ
a
0
.
,
ｓ
､
1
7
4
．

（
房
）
N
i
p
p
e
r
d
e
y
e
程
俎
憧
暉
Ｑ
Ｈ
鎚
総
壁
。

（
■
）
L
a
T
e
n
z
，
４
２
Ｄ
Ｊ
Ｔ
，
Ｓ
３
ｑ

（
鵠
）
H
e
l
d
r
i
c
h
,
ａ
a
0
.
,
ｓ
､
1
7
4
．

（
＄
）
＜
卑
避
副
蝿
溜
絲
ｅ
劇
畏
縮
′
U
f
i
t
a
2
9
,
Ｓ
､
６
２
．

（
誌
）
H
u
b
m
a
n
n
,
ａ
a
０
．
，
ｓ
､
３
４
６
．

（。⑭⑤［）帥届羅朴埋Ｋ鵠
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（
弱
）
【
○
三
ｍ
『
．
、
、
○
・
・
の
。
】
③
い

（
弱
）
Ｐ
囚
『
の
目
・
少
］
］
ぬ
の
日
の
曰
日
日
の
一
一
。
①
⑫
国
の
因
》
←
・
鈩
貝
一
・
・
》
函
巨
『
⑪
。
Ｓ
ｍ
鯰

（
師
）
四
の
一
ユ
ユ
ｎ
戸
四
図
（
〕
・
・
叩
・
弓
Ｃ
昂

（
記
）
ご
・
の
囚
日
ロ
ー
Ｎ
Ｅ
【
己
『
、
丙
斤
一
の
、
声
①
ロ
レ
ョ
ョ
の
ロ
ロ
巨
口
、
□
の
⑩
四
一
】
ぬ
の
日
の
ヨ
の
ご
勺
の
厨
α
已
旨
与
弄
の
】
［
閂
の
、
胃
⑪
。

』
亀
①
魚
》
宍
。
①
げ
①
］
》
ｚ
］
言
】
ぬ
留
め
・
畠
ヨ
ド
目
、
の
一
目
（
）
・
》
の
。
、
巴
。

（
弱
）
臼
の
の
｝
旨
い
ご
曾
曽
、
目
、
の
ご
弓
の
『
。
①
ロ
Ｐ
の
『
ｎ
夛
息
目
○
○
円
目
Ｃ
〔
の
ロ
、
。
『
ぬ
の
》
・
Ｚ
〕
三
】
⑪
＄
章
山
・
田
⑤
。

（
釦
）
ｚ
一
口
や
⑪
ａ
の
里
・
ロ
、
白
い
Ｐ
、
。
⑱
】
》
国
①
｜
ロ
ユ
○
戸
：
（
）
。
ご
印
・
胃
己
・

（
Ⅲ
）
Ｚ
ご
己
の
ａ
の
望
．
ご
命
一
国
単
Ｐ
の
・
国
】
・

（
館
）
出
口
す
目
ｍ
ｐ
Ｐ
息
（
〕
。
。
ｍ
・
農
『
・

（
侭
）
餌
の
］
ロ
ユ
ｎ
戸
園
○
・
画
⑫
】
『
】
・

（
図
）
■
⑪
一
旦
『
旨
戸
、
四
○
・
》
⑫
。
〕
『
Ｐ

（
髄
）
函
の
こ
『
冒
戸
色
凹
（
〕
・
》
の
。
房
。
。

（
師
）
ｚ
５
℃
の
『
こ
の
里
》
ご
【
】
同
凶
Ｐ
ｍ
・
巴
》
田
巨
ワ
ョ
凹
口
早
目
○
・
・
の
。
②
含
冷
亟
四
の
一
○
ユ
ロ
戸
口
囚
（
）
・
》
、
。
】
『
］
・

（
師
）
困
巨
ワ
ロ
国
ご
ロ
四
四
○
・
→
ｍ
・
農
『
・

（
船
）
田
の
一
」
ユ
ロ
戸
四
世
（
〕
・
や
、
。
】
。
【

（
的
）
ｚ
一
己
己
の
ａ
の
］
。
ご
｛
】
薗
四
Ｐ
い
巴
・

（
、
）
国
①
丘
ユ
ロ
戸
口
囚
（
〕
・
》
の
。
弓
騨

（
、
）
回
す
。

／￣、〆へグー、グー､グー、〆室、グー、ヂー､〆■、グー、〆戸、グー､グー､〆へ

７２７１７０６９６８６７６６６５６４６３６２６１６０５９
－'、－〆、－'、－’､－グミージﾐーゾ、=プ、－、－〆拍一'、－〆､－〆、－〆

Ｚ
ご
己
の
ａ
の
『
。
ご
〔
一
国
四
Ｐ
の
・
巴
。

Ｚ
］
二
ｓ
観
》
、
。
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三
人
格
お
よ
び
名
誉
の
私
法
上
の
保
護
の
新
秩
序
の
た
め
の
法
律
案

１
死
者
の
人
格
権
に
関
す
る
規
定
の
内
容

一
九
五
九
年
六
月
に
連
邦
参
議
院
に
提
出
さ
れ
た
「
人
格
お
よ
び
名
誉
の
私
法
上
の
保
護
の
新
秩
序
の
た
め
の
法
律
案
（
房
『

（
ね
）
因
の
四
国
９
．
の
。
】
患
戻

（
即
）
国
の
四
・
三
］
君
巳
三
》
い
］
哩
曰
・

（
皿
）
反
論
権
に
つ
い
て
は
、
冨
冒
【
〔
］
円
・
勺
『
の
印
印
円
の
ｎ
頁
ｍ
Ｐ
Ｆ
、
］
】
Ｐ
勺
○
》
の
．
ｇ
黛
厨
》
巨
堅
の
『
‐
囚
ｎ
戸
の
Ｈ
壱
四
ｍ
目
ｇ
ｏ
言
口
の
⑪

勺
『
の
⑫
ｍ
の
Ｈ
の
、
胃
の
雪
の
．
ｇ
呂
蔑
》
四
目
目
目
ロ
・
目
○
・
雪
の
・
召
①
隣
参
照

（
配
）
【
○
ｍ
ワ
の
←
ｚ
］
ヨ
］
圏
Ｐ
の
・
圏
⑪
》
詞
・
冒
旦
》
Ｎ
ニ
ョ
の
○
百
口
の
。
閂
勺
の
【
⑪
。
。
一
一
：
宍
の
一
［
目
呂
こ
の
曰
『
８
の
一
三
］
君
］
温
庚

の
．
⑬
】
＆
》
こ
の
の
庁
①
『
日
目
Ｐ
同
ロ
日
宛
Ｎ
ｇ
Ｓ
》
の
．
、
己
亟
田
呂
曰
自
Ｐ
目
。
．
》
の
・
色
捕

（
田
）
Ｐ
の
冨
息
口
皀
圏
。
．
》
の
．
←
】
．

（
だ
）
同
ｐ
Ｈ

【
○
の
｝
制
一
章
昌
三

（
洞
）
Ｚ
ご
一

（
巧
）
国
匹
（

（
だ
）
国
の
］

（
万
）
四
巴
《

（
ね
）
四
口
声

て
触
れ
て
い
な
い
。

同
ロ
ロ
の
。
○
の
Ｈ
Ｅ
の
’
三
一
℃
己
の
『
□
①
］
卓
■
“
○
・
・
ｍ
。
、
①
の
コ
ヱ
ー
ロ
ロ
の
Ｈ
Ｑ
の
竜
。
ご
【
一
同
山
Ｐ
、
。
暗
》
出
宮
ワ
ロ
】
餌
。
Ｐ
四
ｍ
（
〕
・
・
の
。
壁
』
》

ｚ
］
三
】
温
璽
ｍ
・
場
⑪
亟
四
の
一
ロ
ユ
○
戸
四
四
（
〕
。
ご
ｍ
・
】
農
・

Ｚ
ご
ロ
の
吋
已
の
竜
。
ご
域
日
②
Ｐ
印
・
画
画
亟
困
の
一
ロ
ユ
○
戸
四
ｍ
○
・
・
ｍ
。
】
『
一
・

国
の
一
Ｑ
１
＆
一
目
。
．
》
の
．
］
昼
・

国
の
四
国
蹟
・
の
・
四
＄
武
（
患
⑪
）

四
の
一
○
ユ
、
戸
餌
画
〔
）
・
や
印
・
弓
餌

函
回
す
日
目
己
》
愚
。
．
》
の
．
農
Ｐ
な
お
、
ｚ
一
目
の
『
』
の
］
．
ご
〔
一
国
９
．
ｍ
・
圏
刮
四
の
一
旦
１
，
戸
四
四
（
）
・
》
の
．
】
忌
等
は
反
論
権
に
つ
い
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国
口
冨
『
貝
帛
の
曰
の
⑪
〔
耐
望
烏
の
切
目
Ｈ
ｚ
ｇ
ｏ
ａ
ｇ
ｐ
ｍ
」
の
⑩
凶
ぐ
一
一
『
円
三
一
】
８
自
宅
の
『
⑪
。
己
一
○
房
の
一
扇
Ｉ
百
○
回
彦
『
の
『
厨
８
頁
Ｎ
の
⑪
）
」
（
以

下
、
人
格
権
保
護
法
案
と
略
説
）
は
、
同
年
七
月
一
○
日
に
は
同
院
を
通
過
し
、
同
八
月
一
八
日
に
連
邦
議
会
に
送
付
さ
れ
た

（
２
）

が
、
報
道
関
係
者
か
ら
の
批
判
も
あ
っ
て
つ
い
に
成
立
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
以
下
で
同
法
案
中
の
死
者
の
人
格
権
保
護
に

関
す
る
規
定
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
を
試
み
る
。
こ
の
規
定
は
、
内
容
的
に
は
概
し
て
通
説
、
判
例
を
踏
襲
す
る
も
の
で
、
新

味
は
な
い
が
、
死
者
の
存
続
す
る
人
格
権
に
関
す
る
、
比
較
法
的
に
も
お
そ
ら
く
、
唯
一
の
規
定
と
し
て
考
察
に
値
す
る
。

人
格
権
保
護
法
案
の
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｃ
Ｂ
一
二
条
と
し
て
左
の
規
定
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
一
二
条
（
１
）
他
人
の
人
格
を
違
法
に
侵
害
し
た
者
は
、
侵
害
を
除
去
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
一
三

条
な
い
し
一
九
条
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
将
来
の
侵
害
の
恐
れ
が
あ
る
と
き
は
、
被
害
者
は
不
作
為
の
訴
を
も
提
起
し
う
る
。

た
だ
し
、
人
間
の
共
同
生
活
に
お
い
て
通
念
上
受
忍
す
べ
き
侵
害
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
２
）
被
害
者
が
死
亡
し
て
い
る
と
き
ま
た
は
侵
害
が
死
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
近
親
者
（
シ
ロ
、
⑦
ｇ
１
ｍ
ｇ
）
が
、

死
者
が
そ
の
他
の
者
を
指
定
し
た
と
き
に
は
そ
の
者
が
、
一
項
に
よ
る
請
求
権
を
行
使
す
る
権
限
を
有
す
る
。
被
害
者
の
死
後
三

○
年
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
の
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
よ
り
前
に
、
請
求
権
が
契
約
に
よ

り
承
認
さ
れ
る
か
ま
た
は
訴
訟
係
属
と
な
っ
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
３
）
二
項
に
規
定
す
る
近
親
者
と
は
、
生
存
配
偶
者
お
よ
び
子
供
、
そ
の
い
ず
れ
も
存
在
し
な
い
と
き
は
両
親
、
両
親
も
存

在
し
な
い
と
き
は
兄
弟
姉
妹
お
よ
び
孫
を
い
う
。
同
順
位
の
近
親
者
が
多
数
あ
る
と
き
は
、
各
人
が
一
項
に
も
と
づ
く
請
求
権
を

行
使
し
う
る
。
全
員
が
同
意
し
た
と
き
に
の
み
、
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
。

本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
死
者
の
人
格
権
に
関
す
る
規
定
は
、
第
二
項
、
第
三
項
に
置
か
れ
て
い
る
。
’
九
五
八
年
に
公
表
さ
れ
た

司
法
省
参
事
官
草
案
で
は
、
人
格
権
の
保
護
期
間
は
五
十
年
で
あ
っ
た
の
が
本
法
案
で
は
三
○
年
に
短
縮
さ
れ
て
い
ふ
弔
藷
三
項
は
、
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請
求
権
者
は
、
二
項
一
文
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
死
者
の
近
親
者
で
あ
る
。
そ
の
近
親
者
の
範
囲
と
順
序
は
、
ｓ
ｔ
Ｇ

Ｂ
一
八
九
条
の
死
者
の
名
誉
設
損
の
際
の
告
訴
権
者
（
ヨ
ヨ
シ
宮
・
画
の
Ｓ
ｍ
）
と
同
じ
で
あ
る
。
同
順
位
の
近
親
者
が
多
数
い

る
と
き
に
は
、
三
項
二
文
に
し
た
が
っ
て
、
各
人
で
請
求
権
を
行
使
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
侵
害
が
、
近
親
者
中
の
一
員
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
と
き
な
ど
に
意
味
が
麩
鄙
｝
違
法
性
阻
却
の
た
め
に
同
意
を
要
す
る
と
き
に
は
、
権
限
を
有
す
る
す
べ
て
の
近
親
者
の

同
意
が
必
要
で
あ
る
（
シ
ワ
②
．
』
・
の
四
冨
画
）
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
一
一
一
一
一
一
九
条
の
相
続
欠
格
者
も
一
一
項
に
よ
る
権
利
者
か
ら
明
文
を
も
っ
て

妨
害
排
除
、
不
作
為
請
求
の
た
め
に
は
、
二
項
二
文
で
、
被
害
者
の
死
後
三
○
年
の
除
斥
期
間
（
苫
』
閉
。
三
ｐ
か
菌
の
芹
）
が
定
め

（
６
）

（
７
）

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ほ
ぼ
一
世
代
の
期
間
で
あ
る
。
二
項
但
書
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
四
七
条
を
手
本
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
請

求
権
が
除
斥
期
間
の
満
了
前
に
契
約
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
訴
訟
係
属
に
な
っ
て
お
れ
ば
、
期
間
満
了
後
も
行
使
し
う

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
５
）

の
四
薗
旨
）
。

妨
害
排
除
、

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
法
案
が
死
後
の
人
格
権
の
存
続
の
根
拠
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
理
論
に
立
脚
す
る
か
は
「
理
由
書
」
に
も
述
べ
ら
れ
て
お
ら

ず
、
明
ら
か
で
な
い
。
保
護
さ
れ
る
人
格
権
の
範
囲
に
つ
い
て
も
明
文
上
は
、
何
ら
の
制
限
も
置
か
れ
て
い
な
い
が
、
生
存
し
て
い

る
権
利
主
体
の
存
在
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
人
格
価
値
お
よ
び
積
極
的
に
行
為
し
て
い
る
人
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
な

人
格
的
法
益
は
、
そ
の
性
質
上
、
保
護
の
対
象
た
り
え
な
い
。
死
後
の
人
格
権
の
保
護
は
、
人
格
権
侵
害
が
、
被
害
者
の
死
後
に
始

め
ら
れ
た
場
合
に
も
、
ま
た
被
害
者
の
生
存
中
に
始
め
ら
れ
た
侵
害
が
死
後
も
な
お
存
続
す
る
場
合
に
も
与
え
ら
れ
る
（
シ
房
・
画
》

更
が
み
ら
れ
、
前

（
４
）

え
ら
れ
て
い
る
。

近
親
者
の
範
囲
等
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
司
法
省
参
事
官
草
案
と
本
法
案
の
間
に
は
、
請
求
権
者
の
順
位
に
つ
い
て
若
干
の
変

更
が
み
ら
れ
、
前
者
で
「
兄
弟
姉
妹
も
存
し
な
い
と
き
に
孫
」
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
後
者
で
は
「
兄
弟
姉
妹
お
よ
び
孫
」
に
変

Ｉ
Ｐ
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は
除
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
権
利
行
使
（
日
の
目
目
｝
肝
の
毎
房
・
房
自
呂
ず
冒
循
）
の
観
点
か

ら
、
特
別
の
規
定
な
し
に
除
か
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
菊
）
な
お
、
近
親
者
間
に
は
順
位
が
付
さ
れ
、
第
一
順
位
が
配
偶
者
お
よ

び
子
供
、
第
二
順
位
が
両
親
、
第
三
順
位
が
兄
弟
姉
妹
お
よ
び
孫
で
あ
る
（
筐
）
⑫
．
四
・
ｍ
ｇ
園
］
）
。
こ
の
順
位
に
関
し
て
は
、
連

邦
参
議
院
の
可
決
に
際
し
て
、
未
成
年
者
た
る
子
供
の
み
が
存
在
す
る
と
き
と
か
、
侵
害
が
配
偶
者
よ
り
生
ず
る
場
合
を
考
慮
し
て
、

一
二
条
三
項
に
お
い
て
両
親
を
配
偶
者
や
子
供
と
な
ら
べ
て
第
一
順
位
に
入
れ
る
必
要
が
な
い
か
ど
う
か
を
吟
味
し
て
ほ
し
い
旨
の

付
帯
意
見
が
添
え
ら
れ
て
い
筋
）
第
二
に
、
死
者
が
指
定
し
た
者
も
ま
た
請
求
権
者
で
あ
る
（
曽
吻
・
Ｐ
、
鳥
桿
）
。
こ
の
指

定
は
、
遺
言
の
形
式
を
ふ
む
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
指
定
請
求
権
者
は
、
近
親
者
に
優
先
す
る
。
す
な
わ
ち
、
指
定
請
求
権
者
が
、

指
定
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
優
先
順
位
者
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
必
要
な
同
意
も
指
定
請
求
権
者
が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者

に
よ
り
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
畑
）

救
済
の
内
容
と
し
て
は
、
妨
害
排
除
請
求
と
不
作
為
請
求
の
み
で
あ
る
。
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
侵
害
が
も
っ
ぱ
ら
死
者
に
向
け

ら
れ
て
い
る
限
り
認
め
ら
れ
な
い
。
死
者
の
人
格
権
を
根
拠
に
す
る
保
護
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
被
害
者
が
欠

け
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
損
害
の
発
生
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
死
者
に
向
け
ら
れ
た
人
格
権
侵
害
に
よ
っ
て
近
親

者
が
固
有
の
人
格
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
新
一
二
条
以
下
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
以
下
の
規
定
に
従
っ
て
、
近
親
者
は

妨
害
排
除
請
求
権
お
よ
び
不
作
為
請
求
権
と
と
も
に
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
与
え
ら
れ
翰
）

な
お
、
死
者
の
人
格
権
侵
害
の
違
法
性
は
、
全
員
の
同
意
に
よ
る
ほ
か
、
他
の
理
由
か
ら
、
特
に
利
益
衡
量
の
理
由
か
ら
も
阻
却

（
凪
）

さ
れ
う
る
。
そ
の
利
益
衡
量
の
際
に
は
、
死
後
の
時
間
的
経
過
が
重
要
に
な
る
。

２
人
格
権
保
護
法
案
中
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
新
一
二
条
二
、
三
項
に
対
す
る
批
判

こ
こ
で
は
、
通
説
、
判
例
の
立
場
に
立
つ
同
規
定
に
対
す
る
間
接
保
護
説
の
側
か
ら
の
批
判
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
と
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と
は
、
同
説
の
立
法
化
に
対
す
る
考
え
方
を
知
る
上
で
も
有
益
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
二
条
二
、
’
一
一
項
を
め
ぐ
る
問
題

状
況
も
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
尊
崇
感
情
や
追
憶
等
に
関
す
る
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
保
護
で
十
分
だ
と
す
る
間
接
保
護
説
か
ら
二
二
条
二
項
一
文
は
、

死
者
の
人
格
権
の
存
続
を
前
提
と
す
る
規
定
だ
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
立
法
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
条
一
項
に
は
死
者
へ
の
尊
崇

感
情
や
追
憶
の
尊
重
に
関
す
る
人
格
権
も
含
ま
せ
う
る
の
で
、
む
し
ろ
二
項
で
は
、
死
者
の
で
は
な
く
、
遺
族
の
権
利
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
す
軸
）

請
求
権
者
に
つ
い
て
も
、
指
定
に
よ
る
請
求
権
者
、
請
求
権
者
の
固
定
的
な
範
囲
、
順
位
等
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
一
一

条
二
項
一
文
が
指
定
に
よ
る
請
求
権
者
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
こ
の
受
託
者
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
死
者
の
意
思
に

（
胆
）

反
し
て
権
限
を
行
使
し
な
い
と
き
の
死
者
の
保
護
（
た
と
え
ば
受
託
者
の
解
任
等
）
が
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
同
条
三
項
一
文
が
請
求
権
者
を
確
定
的
な
範
囲
に
限
定
し
た
り
、
そ
の
間
に
順
位
を
付
す
点
に
つ
い
て
も
、
遺
族
の
人
格
権

（
肥
）

が
同
価
値
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
通
説
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
法
的
安
定
性
も
根
拠
が
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
通
説

は
、
直
接
的
保
護
と
併
存
し
て
、
尊
崇
感
情
等
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
遺
族
の
固
有
の
権
利
に
基
づ
く
訴
を
も
認
め
て
い
る
の
で
、

法
的
安
定
性
を
理
由
と
す
る
請
求
権
者
の
範
囲
の
確
定
は
実
際
上
は
無
意
味
に
な
り
、
ま
た
、
「
先
順
位
の
」
近
親
者
の
同
意
は
違
法

性
を
阻
却
す
る
と
す
る
が
、
こ
の
こ
と
も
、
併
存
す
る
遺
族
の
固
有
の
権
利
か
ら
の
訴
に
よ
っ
て
無
意
味
に
な
る
と
批
判
さ
れ
て
い

（
Ⅳ
）

（
旧
）

る
。
ま
た
先
順
位
者
の
失
策
に
対
す
る
死
者
の
側
の
保
護
が
欠
如
し
て
い
る
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

二
項
二
文
の
三
○
年
の
保
護
期
間
の
規
定
も
、
第
一
に
、
固
有
の
人
格
権
を
侵
害
さ
れ
て
も
保
護
を
与
え
ら
れ
な
い
遺
族
が
出
て

く
る
こ
と
、
第
二
に
、
通
説
は
固
定
的
な
期
間
の
定
の
根
拠
を
法
的
安
定
性
の
確
保
の
た
め
と
し
て
い
る
が
、
併
存
的
に
遺
族
の
固

有
の
権
利
か
ら
の
訴
を
認
め
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
的
安
定
性
の
確
保
は
失
敗
に
帰
す
こ
と
の
二
つ
の
理
由
で
批
判
さ
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間
接
保
護
説
の
論
者
は
、
ス
イ
ス
民
法
を
範
と
す
る
者
が
多
咽
）
Ｚ
Ｇ
Ｂ
二
八
条
一
項
は
、
「
人
格
的
諸
関
係
を
不
法
に
侵
害
さ

れ
た
者
は
、
侵
害
の
除
去
を
訴
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
が
、
そ
の
「
人
格
的
諸
関
係
」
に
は
、
死
者
へ
の
尊
崇
感
情
、

追
憶
に
関
す
る
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
上
、
同
条
は
、
請
求
権
者
に
関
す
る
固
定
的

な
範
囲
、
順
位
、
保
誕
期
間
、
一
定
の
近
親
者
に
よ
る
違
法
性
の
阻
却
等
に
関
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
な
い
。
以
上
の
決
定
は
、
す

べ
て
裁
判
官
の
判
断
に
ま
か
さ
れ
て
』
製

そ
こ
で
、
ホ
ッ
ホ
（
出
自
彦
）
は
、
一
一
一
条
一
項
は
Ｚ
Ｇ
Ｂ
一
一
八
条
一
項
と
同
様
に
、
死
者
の
追
憶
等
の
尊
重
に
関
す
る
遺
族
の

固
有
の
人
格
権
も
含
み
う
る
の
で
二
項
以
下
を
ス
イ
ス
法
ｌ
も
っ
と
も
ス
イ
ス
法
で
は
明
文
の
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
が
ｌ

を
手
本
に
二
項
以
下
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
べ
き
だ
と
主
張
す
輪
）

第
一
二
条
（
１
）
原
文
通
り
。

（
２
）
被
害
者
が
死
亡
し
て
い
る
と
き
ま
た
は
被
害
者
の
追
憶
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
遺
族
（
圏
ロ
庁
の
円
巨
の
ず
目
の
）
が

そ
の
行
為
に
よ
っ
て
違
法
に
固
有
の
人
格
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
限
り
、
一
項
に
よ
る
請
求
は
遺
族
に
属
す
る
。

（
３
）
二
項
に
規
定
す
る
遺
族
と
は
、
死
者
と
人
格
的
に
密
接
に
結
合
し
た
者
お
よ
び
死
者
の
現
実
の
ま
た
は
推
定
的
な
意

思
に
よ
っ
て
追
憶
を
保
護
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
遺
族
が
多
数
あ
る
と
き
は
、
各
人
は
単
独
で
一
項
に
よ
る
請
求

権
を
行
使
し
う
る
。
全
員
が
同
意
し
た
と
き
に
の
み
違
法
性
は
阻
去
さ
れ
る
。

通
説
的
な
見
解
か
ら
は
、
前
述
の
よ
う
な
規
定
は
必
ら
ず
し
も
必
要
で
な
い
。
ま
た
、
死
者
の
人
格
権
の
存
続
を
否
定
し
、
遺
族

の
固
有
の
人
格
権
侵
害
に
基
づ
く
保
護
を
規
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
同
時
に
、
三
項
で
、
（
死
者
が
生
前
に
指
定
し
た
）
指
定
請
求
権

者
を
規
定
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
間
接
保
護
説
の
立
場
で
は
保
護
さ
れ
る
の
は
、
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
で
あ
る
が
、
死
者
が
生

（
ｐ
）

れ
て
い
る
。
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前
に
指
定
し
た
権
利
者
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
は
、
誰
の
人
格
的
法
益
で
あ
ろ
う
か
。

注

（
１
）
人
格
権
保
護
法
案
の
正
文
と
立
法
理
由
（
口
の
ｍ
Ｈ
目
口
目
、
）
は
、
貝
］
国
呂
》
、
．
②
①
威
所
収
の
も
の
に
よ
る
。

（
２
）
人
格
保
護
法
案
の
成
立
過
程
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
清
Ⅱ
松
田
昌
一
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
生
活
の
私
法
的
保
護
Ｉ

一
般
的
人
格
権
理
論
の
発
展
」
戒
能
Ⅱ
伊
藤
編
・
プ
ー
プ
ィ
パ
シ
ー
の
研
究
一
九
四
頁
以
下
、
三
島
宗
彦
。
人
格
権
の
保
護
五
二
頁
以
下
、
斉
藤
博

・
人
格
権
の
研
究
二
二
頁
以
下
参
照
。

（
３
）
斉
藤
・
人
格
権
法
の
研
究
一
二
六
頁
。

（
４
）
斉
藤
・
前
掲
書
一
二
六
頁
。

（
５
）
ご
【
一
国
暗
『
い
①
煩

・
人
格
権
の
研
究
一

（
３
）
斉
藤
．

（
４
）
斉
藤
．

（
５
）
ご
【
一
繭

（
６
）
回
す
ｇ

（
７
）
回
す
ｇ

（
８
）
回
す
伜

（
９
）
口
ワ
Ｐ

（
、
）
斉
藤
・

（
ｕ
）
ご
鹸
厨

（
⑫
）
河
す
。

（
週
）
ご
｛
一
訂

（
ｕ
）
函
・
エ

斉
藤
・
前
掲
書
一
四
三
頁
以
下
参
照
。

ご
鹸
国
噂
⑨
っ
の
。
②
鱒

ご
｛
一
国
圏
》

函
・
田
。
ｎ
戸

ｍ
・
山
９

句
Ｃ
『
［
君
｝
『
戸
の
ご
刷
一
く
】
］
前
の
、
ゴ
ー
』
ｎ
ケ
の
国
司
の
『
⑫
○
昌
一
、
弓
丙
の
一
斤
⑩
⑪
ｎ
ケ
巨
蔚
の
⑪
曰
四
、
ゴ
ユ
の
ヨ
目
○
・
⑪
ロ
ー
⑫
の
。
】
弓
、
。
ｍ
・
国
『
、
。
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四
間
接
的
な
死
者
の
人
格
保
謹

１
死
後
の
一
般
的
人
格
権
の
存
続
否
定

こ
こ
で
取
扱
わ
れ
る
見
解
は
、
通
説
と
は
逆
に
、
一
般
的
人
格
権
は
、
権
利
の
担
い
手
の
死
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
と
い
う
説
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
死
後
、
死
者
の
氏
名
が
冒
用
さ
れ
、
死
者
の
秘
密
が
公
表
さ
れ
、
あ
る
い
は
死
者
の
生
活
像
が
歪
曲
さ
れ
て
も
、

死
者
が
直
接
に
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
死
後
は
、
い
か
な
る
保
護
可
能
な
法
的
地
位
も
存
在
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
立
場
で
は
、
死
者
に
対
す
る
侵
害
行
為
が
、
同
時
に
遺
族
等
の
死
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
人
の
固
有

の
人
格
権
（
尊
崇
感
情
や
追
憶
に
関
す
る
権
利
等
）
侵
害
に
な
る
と
き
、
そ
の
遺
族
等
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
の
救
済
を
通
し
て
、

間
接
的
に
死
者
の
人
格
へ
も
保
謹
が
与
え
ら
れ
る
と
す
る
。

圃
曰
両
国
巳
ｓ
》
の
。
、
９
．
Ｊ
も
参
照
。

（
Ⅳ
）
因
。
ｎ
ヶ
圏
○
・
・
ｍ
・
喝
①
。

デー、〆へ

１６１５
、－ジ、=ザ

グー、グー、

１８１７
、－ン、＝〆

グー、〆■､

２０１９
、－〆、－〆

－、グー、

２２２１
、‐’、-〆

同
日
・
・
四
・
勺
・
尋
の
⑪
［
日
ロ
】
目
Ｐ
□
囚
⑩
四
一
一
ｍ
の
曰
①
ヨ
の
勺
の
『
＆
菖
呂
丙
の
一
筋
『
の
、
胃
目
：
』
の
目
『
○
口
の
⑩
の
日
の
⑪
曰
『
筒
の
『
、
．

●

四
．
ｎ
戸
、
四
○
・
・
の
・
函
⑫
Ｐ

三
の
の
［
①
『
日
目
ロ
・
息
。
．
》
の
．
患
醇

国
。
ｎ
戸
四
煙
。
。
ご
叩
・
噌
硬
・

函
。
、
宮
四
ｍ
○
・
・
⑭
。
悼
忠
【
。

因
。
、
ワ

ロ
ワ
←

函
□

四
○
ｎ
戸
恩
。
．
》
印
・
山
田
｛
．
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シ
ュ
ベ
ル
ト
ナ
ー
（
牌
彦
言
の
［
臼
昂
［
）
は
、
死
後
の
人
格
権
の
存
在
が
西
洋
的
文
化
意
識
と
一
致
す
る
点
お
よ
び
死
後
の
権

（
５
）

利
状
態
の
生
き
方
へ
の
影
響
の
点
に
つ
い
て
、
平
均
人
に
と
っ
て
、
心
理
学
的
に
見
れ
ば
必
ず
し
も
当
を
得
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。

ま
た
、
た
と
え
、
前
記
の
点
を
認
め
う
る
と
し
て
も
、
こ
の
期
待
が
効
果
的
に
保
護
さ
れ
る
保
障
が
な
い
。
近
親
者
が
死
者
の
人
格

（
６
）

権
を
保
護
す
る
気
が
な
い
と
き
は
ど
う
す
る
の
か
、
と
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。

（
４
）

前
提
と
し
て
い
る
。

こ
の
説
は
、
権
利
の
担
い
手
の
死
を
超
え
て
一
般
的
人
格
権
が
存
続
す
る
と
い
う
こ
と
を
現
行
私
法
体
系
中
で
説
明
す
る
理
論
的

困
難
を
回
避
す
る
た
め
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
説
は
、
直
接
保
護
説
Ⅱ
｜
般
的
人
格
権
存
続
説
た
る
通
説
、
判
例

（
１
）

へ
の
批
判
と
し
て
近
時
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

以
下
に
、
ま
ず
、
一
般
的
人
格
権
の
存
続
に
対
す
る
と
の
説
か
ら
の
批
判
を
取
り
上
げ
、
個
別
的
問
題
は
、
繰
り
返
え
し
を
避
け

る
た
め
に
、
次
節
の
「
直
接
的
お
よ
び
間
接
的
な
死
者
の
人
格
保
護
の
比
較
」
で
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

通
説
に
よ
れ
ば
、
死
者
は
す
で
に
権
利
能
力
を
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
の
主
体
た
り
え
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
般
的
人
格
権
は
、
死
後
も
存
続
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ー
プ
マ
ン
は
、
「
死
者
は
も
は
や
権
利
闘
争
の
主
体
た

り
え
な
い
、
す
な
わ
ち
死
者
の
権
利
能
力
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
死
者
の
作
品
が
存
続
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
死
者
の
権
利
、
す
な
わ
ち
（
死
者
の
）
人
格
権
も
ま
た
作
用
を
継
続
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、

（
２
）

こ
の
こ
と
は
西
洋
的
な
文
化
意
識
と
も
一
致
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
判
例
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
死
後
の
一
般
的
人
格
権
の
保
護

の
意
義
は
、
そ
の
よ
う
な
死
後
の
保
護
を
信
頼
し
、
期
待
し
つ
つ
生
活
す
る
と
き
は
じ
め
て
、
人
間
の
尊
厳
、
人
格
の
自
由
な
発
展

（
３
）

そ
の
も
の
も
十
分
に
保
護
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
自
分
の
死
後
、
ど
の
よ
う
な
人
格

的
利
益
の
保
謹
を
期
待
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
行
動
や
感
情
、
は
て
は
生
き
方
に
も
影
響
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
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我
々
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
シ
ュ
ベ
ル
ト
ナ
ー
の
見
解
に
同
調
し
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
著
作
権
の
保
謹
の
対
象
で
な
い
日
記
帳

や
そ
の
他
の
秘
密
に
し
て
お
き
た
い
書
類
な
ど
を
公
表
さ
れ
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
者
は
、
そ
の
意
思
が
死
後
保
護
さ
れ
な
い
と

（
７
）

知
っ
た
ら
、
破
棄
す
る
か
、
書
く
の
を
や
め
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
生
活
像
、
性
格
像
を
歪
曲
さ
れ
て
小
説
、
映
画
等
で
描

写
さ
れ
て
も
何
ら
の
保
護
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
生
前
の
行
動
や
感
情
に
何
ら
の
影
響
も
与
え
な
い
と
は
と
う
て
い
考
え
ら

れ
な
い
。
ま
た
、
近
親
者
が
、
死
者
の
人
格
権
を
保
謎
す
る
た
め
に
権
利
行
使
を
し
な
い
場
合
の
た
め
に
、
指
定
に
よ
る
請
求
権
者

の
制
度
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
理
論
構
成
に
対
す
る
批
判

（
ｉ
）
フ
ー
プ
マ
ン
、
プ
シ
・
マ
ン
、
ク
リ
ー
ガ
ー
・
ニ
ー
ラ
布
綜
よ
び
判
駆
死
後
の
肖
像
の
流
布
あ
る
い
は
展
示
の
だ

（
８
）

（
９
）

め
に
一
○
年
間
、
死
者
の
近
親
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
規
定
す
る
Ｋ
Ｕ
Ｇ
二
二
条
三
、
四
項
お
よ
び
、
実
演
し
て
い
る
芸
術
家

の
死
後
、
近
親
者
が
死
後
の
実
演
の
歪
曲
を
差
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
八
三
条
を
肖
像
権
と
著
作
者
人
格
権
の
死

後
の
存
続
を
承
認
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
と
く
に
、
ブ
シ
ュ
マ
ン
は
、
こ
れ
ら
両
規
定
の
類
推
に
よ
り
、
生
活
像
お
よ
び
性
格

像
に
関
す
る
権
利
、
美
的
お
よ
び
創
造
的
な
作
品
に
関
す
る
権
利
、
書
か
れ
た
言
葉
に
関
す
る
権
利
等
、
さ
ら
に
遺
体
の
無
欠
性
に

（
烟
）

関
す
る
権
利
を
存
続
す
る
も
の
と
考
え
た
。

こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
ベ
ル
ト
ナ
ー
は
、
こ
れ
ら
両
規
定
は
近
親
者
の
固
有
の
権
利
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
死
者
の
権
利
を

（
Ｂ
）

存
続
す
る
も
の
と
し
近
親
者
に
代
行
権
限
を
認
め
た
も
の
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。

（
ｕ
）

（
面
）
通
説
は
、
Ｇ
Ｇ
一
条
一
項
の
人
間
の
尊
厳
は
、
死
者
に
も
適
用
が
あ
る
旨
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
ベ
ル

ト
ナ
ー
は
、
同
条
の
憲
法
規
範
か
ら
は
、
私
法
上
の
人
格
保
護
の
一
定
の
形
式
は
、
引
き
出
し
え
な
い
と
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
死
後

（
応
）

の
人
格
権
の
根
拠
た
り
え
な
い
と
し
て
い
る
。
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（
泣
）
通
説
が
、
死
後
の
人
格
権
を
現
行
私
法
の
体
系
中
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
考
え
た
理
論
構
成
に
対
す
る
、
間
接
保
護
説

か
ら
の
批
判
に
移
ろ
う
。
権
利
と
し
て
の
人
格
権
は
、
帰
属
主
体
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
死
に
よ
っ
て
、
権
利
能
力
は
消
滅
す

る
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
死
後
の
人
格
権
は
、
権
利
能
力
を
有
す
る
人
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
え
な
い
。
そ
う
い
う
訳
で
、
通

説
の
理
論
構
成
も
種
々
対
立
し
、
ま
た
、
き
わ
め
て
技
巧
的
に
過
ぎ
る
点
は
否
め
な
い
。
間
接
保
護
説
が
出
て
来
た
主
た
る
根
拠
も
、

こ
の
理
論
的
難
点
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
。

⑧
主
体
な
き
権
利
理
論
主
体
な
き
権
利
理
論
は
、
一
時
的
に
担
い
手
な
し
で
あ
る
法
的
地
位
や
権
利
帰
属
の
中
断
の
場
合

に
用
い
ら
れ
る
法
理
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
死
者
の
人
格
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
新
し
い
担
い
手
は
永
久
に
発
生
せ
ず
、

担
い
手
な
し
の
状
態
は
一
時
的
で
は
な
い
点
が
、
こ
の
理
論
で
説
明
す
る
さ
い
の
難
点
と
さ
れ
て
い
鞭
ま
た
、
こ
れ
ま
で
こ
の
理

論
で
説
明
さ
れ
て
来
た
事
例
は
、
将
来
の
主
体
に
対
す
る
財
産
的
な
利
益
の
維
持
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
も
、
同
様
に
、

（
Ⅳ
）

死
者
の
人
格
権
を
説
明
す
る
際
の
難
点
と
な
る
。

主
体
な
き
権
利
の
理
論
構
成
を
こ
れ
ま
で
の
主
体
な
き
権
利
と
し
て
説
明
さ
れ
て
来
た
枠
か
ら
は
み
出
す
新
し
い
事
例
１
１
た
と

え
ば
、
持
続
的
、
恒
久
的
主
体
な
き
権
利
１
１
を
も
包
含
す
る
よ
う
に
理
論
構
成
が
発
展
さ
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
理
論
構
成
と
し
て

十
分
で
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（
旧
）

側
制
限
的
権
利
能
力
理
論
胎
児
に
つ
い
て
制
限
的
権
利
能
力
者
と
す
る
学
説
も
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
死
者
を
制
限
的
権

利
能
力
を
も
っ
て
、
説
明
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
権
利
能
力
は
出
生
に
始
ま
り
死
を
も
っ
て
終
る
と
い
う
権
利
能
力
に
関
す
る
通

説
を
修
正
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
批
判
が
多
陥
）

私
法
上
の
自
然
人
は
、
現
行
法
に
よ
れ
ば
生
き
て
い
る
人
の
み
で
あ
る
。
法
律
が
人
を
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
擬
制
す
る
規
定

（
釦
）

は
、
自
然
人
の
発
生
お
よ
び
そ
れ
に
併
っ
て
権
利
能
力
が
見
込
ま
れ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
者
の
場
合
は
、
ま
さ
に
権
利
能
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力
者
に
な
る
者
に
欠
け
た
ま
ま
で
あ
る
。

権
利
能
力
の
終
了
は
、
一
般
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
人
の
生
命
の
終
焉
と
同
時
に
起
こ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
死
後
の
人
格
権

の
承
認
は
、
人
間
は
死
の
際
に
権
利
や
義
務
の
独
立
の
帰
属
点
と
し
て
脱
落
す
る
と
い
う
否
定
で
き
な
い
事
実
の
惑
わ
し
に
す
ぎ
な

（
別
）

い
、
と
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
（
三
の
閨
の
『
曰
凹
ロ
ロ
）
は
批
判
す
る
。

㈲
一
般
的
権
利
主
体
性
理
論
シ
ュ
ベ
ル
ト
ナ
ー
は
、
『
死
者
は
Ｋ
Ｕ
Ｇ
二
二
条
や
Ｕ
ｒ
ｈ
Ｇ
八
三
条
の
も
と
で
の
権
利
の
帰
属

主
体
で
も
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
権
利
が
死
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ュ
ベ
ル
ト
ナ
ー
は
、
八
権

利
能
力
の
概
念
と
な
ら
ん
で
そ
れ
の
前
提
を
な
す
一
般
的
権
利
主
体
性
を
考
え
、
そ
の
一
般
的
権
利
主
体
性
は
、
．
あ
る
主
体
に
権
利

あ
る
い
は
義
務
を
帰
属
さ
せ
る
法
規
が
存
在
す
る
と
き
に
は
常
に
承
認
さ
れ
る
と
す
る
Ｖ
一
般
的
権
利
主
体
の
胤
謎
版
、
術
語
的
反

復
法
で
し
か
な
い
、
と
批
判
し
て
い
輪
）

山
へ
ル
ト
リ
ッ
ヒ
の
見
解
死
者
の
人
格
像
の
尊
重
に
対
す
る
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
般
的
義
務
の
違
反
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
一
一
一

条の保護法規違反として法的責任（損害賠償、不作為請求等）を生ずる、とするヘルトリッヒの鋤時対してゾュ
ベ
ル
ト
ナ
ー
は
、
死
者
が
、
同
条
項
の
保
護
法
規
が
前
提
と
す
る
保
護
さ
れ
る
人
的
範
囲
に
属
す
る
か
疑
問
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

（
妬
）

と
い
う
の
は
、
死
者
は
、
も
は
や
法
的
交
通
（
因
の
。
宮
の
ぐ
の
鳥
の
旨
）
に
参
加
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
。

こ
こ
で
の
問
題
は
一
方
で
死
後
、
人
格
権
が
存
在
す
る
点
と
、
他
方
で
、
権
利
能
力
が
死
亡
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
点
を
、
ど
の
よ

う
に
矛
盾
な
く
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
り
、
直
接
保
護
説
は
、
間
接
保
護
説
か
ら
、
十
分
な
理
論
構
成
が
な

さ
れ
て
い
な
い
、
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
直
接
保
護
説
の
間
で
も
互
い
に
異
な
っ
た
構
成
が
な
さ
れ
、
対
立
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
問
題
解
決
の
困
難
さ
は
う
か
が
え
る
。
間
接
保
護
説
は
、
遺
族
等
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
を
問
題
に
す
る
の
で
た

３
総
括
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し
か
に
、
こ
こ
で
の
理
論
構
成
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
た
だ
、
間
接
保
護
説
の
保
護
の
対
象
は
、
あ
く
ま
で
遺
族
等
の
人
格
権
で
あ

り
、
死
者
の
人
格
権
で
は
な
い
点
が
ま
さ
に
問
題
で
あ
る
。
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（
９
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Ｚ
］
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『
Ｐ
⑩
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田
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（
、
）
【
『
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碩
の
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０
Ｚ
】
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口
ｇ
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ご
留
暫
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⑰
暖
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（
ｕ
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国
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四
国
ｇ
・
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国
⑬
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国
①
）
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（
辺
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５
８
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目
Ｐ
ｚ
］
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Ｐ
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．
ｇ
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（
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、
、
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Ｈ
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ｇ
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＆
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］
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］
ｓ
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超
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ヨ
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】
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②
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⑩
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⑰
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冒
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ｇ
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⑪
．
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Ｐ
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（
ｉ
）
死
者
の
人
格
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
通
説
は
、
死
者
を
生
存
者
と
決
し
て
同
範
囲
で
保
護
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
死
後
の
人
格
の
保
護
は
、
性
質
上
死
後
も
ま
た
な
お
保
謹
に
値
す
る
よ
う
な
人
格
的
法
益
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
生
存
し
て
い
る
権
利
主
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
人
格
価
値
（
た
と
え
ば
、
生
命
、
健
康
等
）
は
、
保
護
の
対
象
た
り
え
な

い
。
さ
ら
に
、
積
極
的
に
行
為
し
て
い
る
人
の
存
在
を
前
提
と
す
る
す
べ
て
の
人
格
権
も
、
死
後
は
保
護
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、

行
為
自
由
の
権
利
、
人
格
の
自
由
な
発
展
に
関
す
る
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
。
前
述
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
メ
フ
ィ
ス
ト
決
定
に
お
い

て
は
、
Ｇ
Ｇ
二
条
一
項
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
の
担
い
手
は
、
生
存
者
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
権
利
の

（
１
）

存
続
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
護
の
対
象
と
し
て
は
、
ま
ず
、
存
続
に
つ
き
明
文
の

規
定
の
あ
る
著
作
者
人
格
権
（
冨
単
ご
島
。
）
と
肖
像
権
（
窟
画
【
□
の
）
お
よ
び
類
似
の
も
の
と
し
て
、
発
明
者
人
格

権
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
い
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
類
推
に
よ
り
、
死
者
に
よ
っ
て
生
存
中
に
作
り
出
さ
れ
た
人
格
的
価
値
、
す
な
わ

ち
氏
名
、
名
声
お
よ
び
名
誉
、
生
活
像
お
よ
び
性
格
像
、
語
ら
れ
た
言
葉
お
よ
び
書
か
れ
た
言
葉
、
私
的
領
域
な
い
し
秘
密
領
域
等

が
保
護
に
値
す
る
地
位
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
フ
ー
プ
マ
ン
に
よ
り
、
個
性
の
保
護
に
関
す
る
権
利
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

で
麩
融
』
ま
た
、
こ
れ
ら
は
生
存
中
に
す
で
に
客
観
化
さ
れ
、
ま
た
死
を
超
え
て
存
続
す
る
人
格
の
表
示
（
勺
：
。
呂
呂
園
一
印

五
直
接
的
お
よ
び
間
接
的
な
死
者
の
人
格
保
護
の
比
較

尊
崇
感
情
や
追
憶
等
の
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
の
保
護
を
問
題
と
す
る
、
間
接
保
護
説
は
、
死
者
の
人
格
権
を
承
認
せ
ず
、
し
た

が
っ
て
死
後
の
人
格
権
の
存
続
に
関
す
る
理
論
構
成
も
不
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
立
場
で
は
、
死
者
の
人
格
権
を
代
行
す
る
請
求

権
者
の
問
題
も
お
こ
ら
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
間
接
的
な
死
後
の
人
格
保
護
に
よ
っ
て
も
、
死
者
を
十
分
に
保
護
し
う
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。
以
下
で
個
別
的
問
題
に
つ
き
具
体
的
に
検
討
を
す
す
め
た
い
。

で
あ
る
。
以
下
で
個

１
保
護
の
範
囲
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叫
鳥
の
§
、
）
と
関
連
す
る
権
利
で
あ
論
）
な
お
、
遺
体
の
完
全
無
欠
性
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
死
後
に
存
続
す
る
人
格
権

（
４
）

と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
き
争
が
あ
る
。

間
接
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
人
格
権
の
ど
の
部
分
が
死
を
超
え
て
存
続
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
間
接
保
護

説
に
よ
れ
ば
、
親
密
な
関
係
に
あ
る
人
の
死
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
保
護
客
体
に
関
し
て
拡
張
さ
れ
た
遺
族
の
人
格
権
が
出
発
点
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
死
者
に
関
す
る
尊
崇
感
情
や
追
憶
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
た
生
存
者
Ⅱ
遺
族
等
の
人
格
領
域
が
、
死
者
に
向
け
ら
れ

た
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
範
囲
に
つ
い
て
は
、
実
際
上
大
差
は
な
い
と
み
て

（
５
）

よ
い
。
と
い
う
の
は
、
直
接
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
死
者
の
存
続
す
る
と
さ
れ
た
人
格
権
の
内
容
に
は
、
死
後
保
護
に
値
す
る
も
の
が

す
べ
て
含
ま
れ
て
い
た
し
、
ま
た
間
接
保
護
説
に
よ
っ
て
も
、
死
者
の
保
護
に
値
す
る
利
益
の
侵
害
が
、
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
侵

害
に
な
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
説
を
こ
の
点
で
比
較
す
る
と
、
両
説
と
も
あ
る
人
間
に
よ

り
彼
の
生
存
中
に
作
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
者
の
死
の
際
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
人
格
価
値
を
保
護
に
値
す
る
と
み
て
い
る

（
６
）

点
で
は
同
じ
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
、
た
だ
保
謹
の
仕
方
が
一
方
は
直
接
的
、
他
方
は
間
接
的
と
い
う
点
が
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
保
護
の
実
効
性
と
い
う
点
で
は
、
直
接
保
護
説
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
者
に
向
け
ら
れ
た
名
声
や
性
格
の
価

値
を
下
げ
る
言
動
、
死
者
の
私
的
領
域
お
よ
び
秘
密
領
域
か
ら
の
公
表
な
い
し
死
者
の
生
活
像
の
歪
曲
な
ど
の
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
、

死
者
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
者
（
遺
族
等
）
が
当
然
に
人
格
権
を
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
結
論
に
は
な
ら
な
い
。
死
者
と
遺
族
等
の
利

害
が
一
致
し
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
死
者
に
と
っ
て
は
、
名
誉
殴
損
的
な
言
動
が
、
遺
族
に
と
っ
て
は
そ
の
社
会
的
評
価

を
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
遺
族
自
身
が
加
害
者
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
死
者
の
名
誉
の
侵
害
は
、
死
者
が
生

存
中
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
そ
の
遺
族
の
侵
害
を
意
味
し
う
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
遺
族
の
人
格
権
侵
害
と
は
い
え
な
い
と

か
、
死
者
の
秘
密
領
域
の
侵
害
が
同
時
に
遺
族
の
秘
密
領
域
の
侵
害
に
な
る
と
き
に
は
じ
め
て
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
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通
説
に
よ
れ
ば
、
あ
る
者
が
生
存
中
に
彼
の
死
後
の
人
格
領
域
に
関
し
て
発
表
し
た
意
思
に
反
し
、
ま
た
請
求
権
者
の
固
有
の
利

益
に
基
づ
く
受
忍
や
同
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
解
し
な
け
れ
ば
、
請
求
権
者
に
よ
り
、
ま
さ
に

（
９
）

防
御
さ
れ
る
べ
き
死
者
の
利
益
は
、
請
求
権
者
の
固
有
の
利
益
の
背
後
に
お
し
や
ら
れ
、
後
回
し
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ

と
は
、
死
後
の
直
接
の
人
格
保
護
の
意
味
や
目
的
と
一
致
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
他
の
請
求
権
者
に
よ
る
請
求
が
な
さ

れ
、
ま
た
全
員
に
よ
ら
な
い
同
意
は
違
法
性
を
阻
却
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
受
忍
や
同
意
は
そ
れ
を
な
し
て
い
る
者
だ
け
に
し
か
及

死
者
に
向
け
ら
れ
た
侵
害
が
遺
族
等
の
人
格
権
侵
害
に
な
る
の
を
狭
く
解
す
る
と
い
う
恐
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す

る
と
、
名
誉
穀
損
等
の
人
格
権
侵
害
が
直
接
に
死
者
お
よ
び
遺
族
の
双
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
例
外
的
な
場
合
に
し
か
保
護

は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
死
者
の
保
護
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う

に
侵
害
が
双
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
直
接
保
護
説
は
、
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
に
基
づ
く
権
利
行
使
も
併
存
的
に
認
め

（
７
）

て
い
る
。
ま
た
広
く
解
し
て
、
死
者
へ
の
人
格
侵
害
が
当
然
に
遺
族
の
人
格
権
侵
害
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
無
制
限
に
認
め
る
と
、

ほ
と
ん
ど
直
接
保
護
説
と
変
わ
ら
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
死
者
へ
の
侵
害
が
即
、
あ
る
い
は
当
然
に
遺
族
の
人

格
権
侵
害
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
遺
族
の
人
格
権
侵
害
を
問
題
に
す
る
の
は
擬
制
に
す
ぎ
ず
、
実
体
は
死
者
の
人
格
の
保
謹
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
「
死
者
へ
の
侵
害
」
即
「
遺
族
の
侵
害
」
と
構
成
さ
れ
る
遺
族
の
範
囲
を
決
め
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
、
最
大
限
広
く
解
し
て
も
、
死
者
と
遺
族
の
利
害
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
救
済
さ
れ

え
な
い
の
で
、
直
接
保
誕
説
が
、
死
者
を
よ
り
厚
く
保
護
す
る
。

（
Ⅱ
）
遺
族
な
い
し
請
求
権
者
が
死
者
の
人
格
侵
害
を
受
忍
し
、
ま
た
’
場
合
に
よ
っ
て
は
有
利
極
金
銭
上
の
取
決
め
の
た

め
に
ｌ
同
意
し
、
あ
る
い
は
死
者
の
意
思
に
反
し
て
行
為
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
者
の
行
為
が
死
者
の
人
格
を
侵
害
す
る
場
合

（
８
）

は
ど
う
な
る
か
。
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ば
な
い
。
他
の
代
行
権
限
を
有
す
る
近
親
者
あ
る
い
は
指
定
請
求
権
者
は
、
権
利
を
行
使
し
う
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
者
が
い
な
い

場
合
に
は
、
実
際
上
、
死
者
の
保
護
は
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
請
求
権
者
に
そ
の
任
務
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
の

遂
行
を
強
制
す
る
方
法
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

間
接
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
前
掲
の
設
題
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
困
難
な
法
的
問
題
も
生
じ
な
い
。
各
遮
族
は
、
死
者
へ
の
関
係

を
も
ま
た
含
ん
で
い
る
彼
の
一
般
的
人
格
権
を
彼
に
都
合
の
よ
い
方
法
で
自
由
に
行
使
し
う
る
Ｐ
各
遺
族
は
、
権
利
侵
害
に
同
意
し

う
る
。
こ
の
こ
と
が
、
金
銭
的
な
取
決
め
の
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
収
得
金
も
ま
た
各
遺
族
に
帰
属
す
る
。
死
者
へ
の
尊

崇
感
情
や
追
憶
を
第
三
者
か
ら
の
侵
害
に
対
し
て
防
御
す
る
こ
と
は
、
各
遺
族
等
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
者
が
侵
害
に
同

（
、
）

意
し
て
も
、
他
の
者
に
は
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
遺
族
が
死
者
へ
の
侵
害
行
為
に
同
意
し
た
ら
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
。

（
ｕ
）

こ
の
こ
と
は
、
通
説
中
の
請
求
権
者
間
に
順
位
を
決
め
な
い
説
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
死
者
へ
の
侵
害
が
、

遺
族
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
に
な
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
。

両
見
解
と
も
に
、
究
極
的
に
は
死
者
の
保
護
は
、
生
者
の
意
思
に
依
存
し
て
い
る
点
で
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
間
接
保
護
説
の

場
合
に
は
、
遺
族
等
の
死
者
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
者
だ
け
に
依
存
す
る
が
、
直
接
保
護
説
の
も
と
で
は
、
近
親
者
以
外
に
、
生
存

中
、
死
後
の
人
格
保
護
に
つ
き
適
切
で
、
信
頼
し
う
る
者
を
請
求
権
者
と
し
て
指
定
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
受
託
請
求
権

者
は
、
近
親
者
が
死
者
の
意
に
添
わ
な
い
と
き
に
偉
力
を
発
揮
す
る
。
以
上
の
比
較
検
討
か
ら
、
死
者
の
保
護
と
い
う
点
で
は
、
直

接
保
護
説
が
秀
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
通
）
つ
ぎ
に
、
い
わ
ゆ
る
有
名
人
（
勺
の
Ｂ
Ｃ
局
口
』
曾
固
蒟
冊
・
亘
。
｝
旨
）
の
死
後
の
保
謹
の
事
例
に
移
ろ
う
。
有
名

人
は
、
そ
の
生
存
中
で
あ
っ
て
も
そ
の
人
格
領
域
の
保
護
に
対
し
て
制
限
を
う
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
的
生
活
で
名
を
成
し

た
人
に
対
す
る
公
衆
の
情
報
利
益
か
ら
結
果
と
し
て
生
ず
る
。
こ
の
情
報
利
益
は
、
事
実
の
再
述
に
限
る
の
で
は
な
く
、
人
間
や
そ
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２
保
護
期
間

死
者
の
人
格
領
域
が
、
無
限
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
点
は
、
両
説
と
も
に
一
致
し
て
い
る
。
時
の
経
過
と
と
も
に
、

生
存
者
（
遺
族
で
あ
ろ
う
と
、
世
人
で
あ
ろ
う
と
）
の
も
と
で
、
死
者
へ
の
追
憶
は
色
あ
せ
、
ま
た
世
代
の
交
替
に
つ
れ
て
、
結
局
、

死
者
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
す
べ
て
の
人
は
こ
の
世
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

通
説
に
も
一
定
の
確
定
的
趣
期
間
を
定
め
る
識
と
そ
う
で
な
い
説
と
が
あ
る
・
期
闘
を
定
め
る
説
も
、
五
雑
）
二
尭
一
厳

と
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
人
格
権
保
謹
法
案
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
新
一
一
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
一
一
一
○
年
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
定
の
確
定
的
な

期
間
を
定
め
る
こ
と
を
断
念
す
る
者
は
、
死
後
の
人
格
領
域
が
保
護
に
値
す
る
か
ど
う
か
を
も
っ
て
基
準
と
し
よ
う
と
恥
）
ま
た
請

し
た
が
っ
て
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
有
名
人
の
人
格
権
は
、
ど
の
範
囲
で
保
護
さ
れ
る
か
は
、
死
者
の
人
格
保
護
利
益
と
公
衆
の
情

（
、
）

報
の
必
要
性
の
間
で
利
益
衡
量
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
間
接
保
護
説
で
は
、
尊
崇
感
情
、
追
憶
等
の
侵
害
を
中
心
と
す

（
皿
）

る
遺
族
の
人
格
的
利
益
と
公
衆
の
情
報
利
益
の
個
別
的
事
件
に
お
け
る
比
較
衡
量
が
問
題
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
前
者
に
よ
れ
ば
、

有
名
人
の
人
格
権
侵
害
の
違
法
性
に
関
す
る
評
価
問
題
で
あ
り
、
ま
た
後
者
に
よ
れ
ば
、
有
名
人
へ
向
け
ら
れ
た
侵
害
行
為
に
よ
る

迫
族
の
人
格
権
侵
害
の
違
法
性
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
際
に
も
、
公
衆
の
情
報
利
益
と
比
較
衡
量
さ
れ
る
反
対
利
益
が
、
死
者
の
存
続

す
る
人
格
的
利
益
で
あ
る
場
合
よ
り
も
、
間
接
的
な
遺
族
の
尊
崇
感
情
、
追
憶
等
の
人
格
的
利
益
で
あ
る
場
合
は
、
軽
く
評
価
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。

の
作
品
の
科
学
的
、
芸
術
的
お
よ
び
人
格
的
評
価
を
も
包
含
詮
』
た
し
か
に
、
こ
の
情
報
利
益
は
、
有
名
人
の
も
と
で
も
ま
た
、

通
常
、
私
的
領
域
お
よ
び
個
人
的
領
域
へ
の
侵
害
を
正
当
化
し
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
有
名
人
が
政
治
活
動
の
結
果
、
世
間
の

注
目
を
受
け
る
に
い
た
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
行
為
の
動
機
や
そ
の
人
物
の
性
格
の
判
断
の
た
め
に
、
私
的
生
活
の
公
表
を
も
受

忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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求
権
者
の
生
存
恥
型
す
る
。

（
加
）

間
接
保
誕
説
に
よ
れ
ば
、
保
護
期
間
に
関
す
る
問
題
は
、
お
の
ず
か
ら
解
決
す
る
。
死
者
を
は
っ
き
り
と
思
い
浮
べ
る
人
お
よ
び

死
者
に
関
す
る
追
憶
を
自
分
の
固
有
の
人
格
領
域
に
加
え
う
る
人
が
生
き
て
い
る
間
が
保
謹
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
死
者
に
遺

族
等
が
い
な
い
場
合
に
は
、
結
局
、
死
者
は
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
被
害
者
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

直
接
保
護
説
、
間
接
保
護
説
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
と
、
確
定
的
な
期
間
を
定
め
る
か
ど
う
か
と
は
必
ず
し
も
結
び
つ

か
な
い
。
直
接
保
護
説
を
と
り
な
が
ら
、
確
定
的
な
期
間
を
定
め
な
い
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

両
説
に
甲
乙
つ
け
難
い
。

通
説
に
よ
れ
ば
、
権
利
の
担
い
手
の
死
を
超
え
て
存
続
す
る
人
格
権
は
、
第
三
者
か
ら
の
侵
害
に
対
す
る
保
護
を
必
要
と
す
る
。

し
か
し
、
死
者
自
身
は
、
も
は
や
権
利
侵
害
に
対
し
て
自
衛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
任
務
は
、
生
存
者
に
よ
り
引
き
受

け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
権
利
代
行
者
は
、
死
者
の
た
め
に
、
自
己
の
名
で
権
利
行
使
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
な
の
で
、
そ
う
い
う
権
限
が
あ
る
者
を
類
似
の
他
の
規
定
な
ど
を
参
照
し
て
、
明
確
に
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
説

は
、
請
求
権
者
と
し
て
第
一
に
、
一
定
の
近
親
者
、
第
二
に
、
死
者
が
生
前
に
明
示
的
に
指
定
し
た
者
を
あ
げ
て
い
胡
』
ま
た
、
学

説
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
、
前
記
の
者
以
外
に
事
実
上
の
親
密
な
生
活
か
ら
生
じ
て
く
る
黙
示
の
授
権
に
よ
る
請
求
権
者
も
認
め
て

つ
ぎ
に
、
多
数
い
る
請
求
権
者
間
に
順
位
を
付
け
る
か
否
か
の
問
題
も
生
じ
て
く
る
。
順
位
を
付
け
る
説
と
付
け
な
い
説
が
あ
る

（
鋼
）

が
、
順
位
を
付
け
る
説
は
、
死
者
と
の
信
頼
関
係
お
よ
び
親
等
（
ぐ
円
亀
四
目
厨
：
巳
蕨
曾
且
）
を
基
準
に
順
位
を
決
め
て
い
る
。

も
し
順
位
を
付
け
る
見
解
を
採
る
と
す
れ
ば
、
後
順
位
者
は
、
先
順
位
者
が
故
意
ま
た
は
意
識
的
に
保
謹
の
た
め
に
権
利
行
使
を
し

（
犯
）

い
る
。

３
請
求
権
者
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な
い
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
に
抵
抗
し
う
る
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
鋤
』
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
死
者
の
明
示
あ
る
い
は
推
定
的
な

意
思
に
反
す
る
場
合
に
は
、
後
順
位
者
が
権
限
を
行
使
し
う
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

間
接
保
護
説
の
下
で
は
、
請
求
権
者
の
範
囲
や
順
位
に
関
す
る
問
題
は
お
こ
ら
鱈
．
す
な
わ
ち
、
死
者
に
対
し
て
死
者
の
追
憶

を
自
分
の
人
格
的
な
事
柄
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
人
格
領
域
の
一
部
と
み
な
す
こ
と
を
正
当
化
す
る
人
的
関
係
に
あ
る
人

の
み
が
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
人
は
、
す
べ
て
請
求
権
者
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
死
者
に
対
し
て
親
密
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
す
べ

て
の
者
が
、
同
時
に
請
求
権
者
で
あ
る
。
そ
の
親
密
な
関
係
は
、
家
族
法
上
、
営
業
上
、
友
情
あ
る
い
は
そ
の
他
の
性
質
か
ら
発
生

（
妬
）

す
る
。
ま
ず
、
近
親
者
は
、
通
常
、
死
者
と
特
別
に
親
密
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
親
者
と
い
う
だ
け
で
自
動
的
に
請

求
権
者
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
近
親
関
係
に
基
づ
か
な
く
て
も
、
そ
の
人
間
関
係
が
十
分
に
親
密
で
あ
る
限
り
、
正
当

（
”
）

に
評
価
さ
れ
る
に
値
す
る
。
た
と
え
ば
友
人
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

通
説
に
よ
れ
ば
、
団
体
も
死
者
の
権
利
の
受
託
請
求
権
者
た
り
え
た
。
間
接
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
団
体
等
の
法
人
も
人
格
権
を
有

す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
死
者
が
属
し
た
団
体
お
よ
び
死
者
に
ち
な
ん
だ
名
を
つ
け
た
あ
る
い
は
そ
の
他
の
理
由
か
ら
死
者

に
特
別
に
関
与
し
て
い
る
団
体
（
た
と
え
ば
、
死
者
の
一
生
の
仕
事
に
特
別
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
団
体
等
）
も
ま
た
、
死
者
の
人

格
の
軽
蔑
的
な
評
価
あ
る
い
は
描
写
に
よ
っ
て
被
害
を
被
む
り
矛
戦
法
秩
序
に
よ
っ
て
団
体
に
認
め
ら
れ
た
活
動
領
域
の
範
囲

内
で
、
団
体
（
経
済
的
目
的
あ
る
い
は
精
神
的
目
的
に
奉
仕
す
る
団
体
、
あ
る
い
は
職
業
団
体
等
も
含
め
て
）
が
人
格
権
を
有
す
る

（
”
）

と
い
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
特
に
氏
名
権
、
名
誉
権
、
経
済
的
名
声
あ
る
い

（
弧
）

は
秘
密
領
域
に
関
す
る
権
利
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
八
た
と
え
ば
、
死
亡
し
た
企
業
の
設
立
者
が
営
業
を
完
全
に

不
当
な
利
潤
を
あ
げ
あ
る
い
は
不
面
目
な
計
略
に
基
づ
い
て
営
ん
で
い
た
旨
述
べ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
団
体
と
し
て
の
企
業
の
経
済
的

（
、
）

名
声
の
侵
害
が
あ
る
。
雀
た
、
あ
る
団
体
の
精
神
的
な
利
益
は
、
た
と
え
ば
、
政
党
の
指
導
的
地
位
に
あ
る
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
政
治
家
に
っ
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通
説
は
、
死
者
の
人
格
権
侵
害
の
救
済
と
し
て
、
不
作
為
請
求
権
、
妨
害
排
除
請
求
権
⑩
ま
た
、
人
に
よ
っ
て
は
、
反
論
権
を
認

め
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
間
接
保
謹
説
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
損
害
賠
償
（
慰
謝
料
も
含
め
て
）
を
認
め
て
ト
蕊
間
接
保
護
説
に

よ
れ
ば
、
死
者
の
人
格
侵
害
に
よ
る
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
の
救
済
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
侵
害
行
為
に
よ
り
遺
族
に

生
じ
た
損
害
ｌ
財
塵
的
で
あ
ろ
う
と
精
神
的
で
あ
ろ
う
と
ｌ
が
、
損
害
賠
償
に
よ
り
填
補
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
．
～

こ
こ
で
填
補
さ
れ
て
い
る
損
害
は
、
遺
族
の
固
有
の
損
害
で
あ
り
、
決
し
て
死
者
の
損
害
で
は
な
い
。
死
者
に
は
何
ら
の
損
害
も

（
犯
）

い
て
、
彼
は
Ｓ
Ｅ
Ｄ
の
秘
密
会
員
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
東
側
の
通
信
社
の
ス
パ
イ
で
あ
る
旨
の
言
動
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
。
こ

（
鋼
）

の
よ
う
な
事
例
で
は
、
被
害
を
被
む
つ
た
団
体
の
重
大
か
つ
重
要
な
利
益
の
侵
害
の
み
が
訴
を
基
礎
づ
け
う
る
。

ま
た
、
間
接
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
た
る
遺
族
等
の
原
則
的
な
同
価
値
性
の
観
点
か
ら
や
遺
族
間
に
順
位
を
定
め
ず
に
、
そ

（
弧
）

れ
ぞ
れ
の
遺
族
が
訴
の
権
限
を
有
し
、
ま
た
全
員
が
共
同
し
て
同
意
す
る
と
き
に
、
侵
害
行
為
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。

請
求
権
者
に
関
し
て
、
両
説
が
比
較
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
実
際
上
、
両
説
は
、
直
接
保
護
説
か
ら
指
定
に

よ
る
権
限
者
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
大
差
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
近
親
者
が
な
い
か
、
あ
っ
て
も
死
者
と
利
害
が
一
致
せ
ず
、
ま
た

死
者
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
人
も
い
な
い
場
合
に
は
、
死
者
は
生
前
に
自
己
の
信
頼
す
る
人
を
指
名
し
て
死
後
の
人
格
権
侵
害
に
対

す
る
保
護
を
任
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
直
接
保
護
説
が
秀
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
間
接
保
護
説
の
よ
う
に
遺
族
等
の

固
有
の
人
格
権
を
通
じ
て
し
か
保
護
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
遺
族
が
い
な
い
場
合
、
ま
た
は
遺
族
が
い
て
も
放
置
し
て
い
る
場
合
に

は
、
結
局
、
死
者
の
保
護
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
死
者
の
人
格
保
護
と
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
躯
）

間
接
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
遺
族
の
間
に
順
位
を
付
す
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
直
接
保
誕
説
で
も
順
位
を
定
め
な
い
説
も
あ

る
。
順
位
の
問
題
は
、
ど
ち
ら
か
の
立
場
と
論
理
必
然
的
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
。

る
。
順
位
の
問
題
は
、

４
救
済
の
内
容
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保
謹
さ
れ
る
法
益
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
両
説
に
よ
っ
て
大
差
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
保
護
の
度
合
で
は
圧
倒
的
に
直
接
保
謹

説
が
大
き
い
。
第
一
に
、
間
接
保
護
説
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
死
者
の
人
格
権
侵
害
が
死
者
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
一
定
の
遺

族
等
の
固
有
の
人
格
権
を
侵
害
す
る
と
い
え
る
か
と
い
う
判
断
に
か
か
っ
て
い
る
。
死
者
の
私
的
生
活
の
侵
害
や
名
誉
穀
損
が
同
時

に
遺
族
等
の
私
的
生
活
を
侵
害
し
ま
た
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
場
合
に
は
じ
め
て
保
護
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
に
狭
く
解
す
る

と
、
保
護
は
き
わ
め
て
ま
れ
に
、
例
外
的
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
遺
族
等
の
保
護
を
と

り
た
て
て
死
者
の
保
護
と
い
う
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
死
者
の
人
格
的
法
益
の
侵
害
が
当
然
に
ま
た
は
即
、
遺
族
等
の
尊
崇
感
情
や

追
憶
等
の
人
格
権
侵
害
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
広
く
認
め
る
と
保
護
の
度
合
と
し
て
は
、
直
接
保
護
説
に
近
く
な
る
。
し
か
し
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
死
者
の
人
格
へ
の
侵
害
が
遺
族
等
の
人
格
権
侵
害
を
構
成
す
る
か
は
、
裁
判
官
の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
あ
ま
り
広
く
認
め
る
と
、
ど
の
よ
う
な
人
的
範
囲
の
遺
族
等
の
場
合
に
、
当
然
に
ま
た
は
即
、
保
護
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と

題
は
結
局
、

５
総
括

生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
損
害
賠
償
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
他
人
は
死
者
の
人
格
的
法
益
の
侵
害
を
思

い
と
ど
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実
上
の
死
者
の
保
護
と
し
て
は
機
能
す
る
。
し
か
し
、
遺
族
か
ら
の

損
害
賠
償
請
求
は
、
あ
く
ま
で
遺
族
の
救
済
で
あ
っ
て
、
死
者
の
救
済
Ⅱ
保
謹
で
は
な
い
。
死
者
の
救
済
手
段
と
し
て
は
、
理
論
上
、

前
掲
の
不
作
為
請
求
、
妨
害
排
除
請
求
、
反
論
権
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
通
説
も
、
死
者
の
人
格
権
侵
害
に
対
す
る
保
護

手
段
と
し
て
の
損
害
賠
償
を
否
定
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
請
求
権
者
（
た
と
え
ば
、
遺
族
等
）
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
に
基
づ

（
”
）

く
損
害
賠
償
請
求
権
は
特
に
否
定
し
て
い
な
い
。

両
説
の
検
討
の
結
果
は
、
救
済
の
内
容
、
保
護
手
段
に
つ
い
て
、
必
ら
ず
し
も
間
接
保
護
説
が
秀
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
問

題
は
結
局
、
救
済
の
実
効
性
の
問
題
に
な
る
。
そ
の
点
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
直
接
保
護
説
に
軍
配
は
上
っ
た
。
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請
求
権
者
に
つ
い
て
は
、
指
定
に
よ
る
請
求
権
者
を
認
め
る
点
で
、
直
接
保
護
説
が
秀
れ
て
い
る
。

救
済
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
間
接
保
護
説
の
下
で
認
め
ら
れ
る
損
害
賠
償
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
死
者
の
人
格
の
保
護
と
は
い

え
な
い
。
た
だ
、
将
来
の
侵
害
の
再
発
を
防
止
す
る
効
果
は
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
事
実
上
、
死
者
の
人
格
保
護
と
し
て
機
能
し
て

い
る
、
と
は
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
に
よ
る
事
実
上
の
死
者
の
保
護
機
能
を
承
認
す
れ
ば
、
不
作
為
請
求
権
や
妨
害
排
除

請
求
権
が
、
言
論
、
出
版
の
自
由
あ
る
い
は
芸
術
の
自
由
等
の
理
論
で
否
定
さ
れ
る
と
き
に
は
、
結
局
、
損
害
賠
償
に
依
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
通
説
は
、
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
認
め
う
る
。
と
い
う
の
は
、
通
説
は
、

直
接
的
保
護
と
な
ら
ん
で
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
に
基
づ
く
救
済
が
併
存
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
間
接
的
保
謹
に
よ
っ
て
は
、
直
接
的
保
護
と
同
程
度
の
保
護
を
死
者
に
与
え
る
こ
と
は
出
来
ず
、
ま
た
間

接
的
保
謹
で
与
え
ら
れ
る
保
護
の
程
度
で
は
、
死
者
の
人
格
侵
害
に
対
す
る
保
護
と
し
て
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
う
問
題
が
生
ず
る
。
第
二
に
、
広
く
解
す
る
と
し
て
も
、
間
接
保
護
説
の
場
合
に
は
、
死
者
の
保
護
は
、
指
定
請
求
権
者
に
よ
る

請
求
権
の
代
行
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
遺
族
等
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
族
等
が
居
な
い
場
合
、
ま
た
、

居
て
も
、
死
者
の
利
害
と
遺
族
等
の
利
害
が
一
致
し
な
い
場
合
、
ま
た
遺
族
等
に
よ
る
侵
害
が
起
っ
た
場
合
に
は
死
者
は
、
保
護
さ

居
て
も
、
死
者
の
利
一

れ
な
い
ま
ま
と
な
る
。

注

（
１
）
国
ご
臼
【
の
ご
］
三
Ｂ
『
】
・
の
．
］
震
『
、

（
２
）
四
．
四
号
日
：
。
．
ご
ロ
⑩
で
①
『
、
○
コ
二
、
蔦
の
胃
閂
の
、
胃
・
騨
少
匡
色
・
・
】
患
『
．
ｍ
・
思
霞
用
。
な
お
、
同
書
一
七
五
頁
で
、
フ
ー
プ
マ
ン
は
、

一
般
的
人
格
権
の
内
容
を
以
下
の
三
類
型
に
分
類
す
る
。
第
一
類
型
が
、
人
格
の
発
展
に
関
す
る
権
利
、
第
二
類
型
が
、
人
格
に
関
す
る
権
利
、
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（の⑪）

（戸Ｉ）

の
。
②
『
岸

（
３
）
」
少
ｂ
ｍ
Ｅ
の
、
目
】
自
己
・
い
員
司
。
『
ヨ
『
一
烏
の
ｐ
Ｑ
ｍ
⑪
勺
①
『
の
○
口
一
一
、
蔦
の
旨
『
の
、
貢
⑰
口
凹
呂
旦
の
日
目
。
。
⑪
Ｚ
］
三
】
召
Ｐ
ｍ
・
呂
鴎
屍

（
４
）
た
と
え
ば
、
」
少
●
因
の
ｌ
Ｑ
１
ｏ
戸
口
の
『
宅
の
【
⑪
○
己
一
一
ｓ
【
の
一
扇
⑪
、
二
口
高
く
①
『
⑪
８
円
す
①
ロ
の
『
・
幻
の
９
ワ
ヮ
の
乏
呂
『
宮
口
碩
巨
且
”
の
○
ヶ
［
⑪
‐

の
ロ
ラ
員
、
六
一
巨
員
（
句
①
⑰
厨
。
旨
》
［
【
【
日
田
①
ご
己
呂
伊
目
、
①
目
日
己
の
：
冒
庁
の
【
回
、
）
．
］
⑪
『
Ｐ
ゆ
弓
豊
は
、
遺
体
の
完
全
無
欠
性
は
、

死
後
に
存
続
す
る
人
格
権
で
は
な
い
と
す
る
。

（
５
）
画
・
Ｐ
の
目
）
四
目
》
勺
。
、
§
・
【
こ
の
『
勺
の
『
伽
・
ロ
｜
旨
冨
の
一
斤
閉
の
百
［
Ｎ
１
Ｎ
目
句
『
山
埆
の
；
句
。
『
〔
す
の
、
§
：
：
“
“
一
一
ｍ
の
曰
：
自

宅
③
『
“
ｇ
一
一
・
房
⑯
】
…
・
江
：
す
の
『
ロ
：
『
。
：
⑱
“
宛
⑯
、
胃
…
、
の
『
鯛
三
口
目
“
１
．
ｍ
・
］
圏
（

（
６
）
Ｆ
の
宮
曰
凹
口
Ｐ
口
図
。
。
》
の
。
』
国
虫

（
７
）
た
と
え
ば
、
餌
○
・
ｚ
ご
ロ
、
ａ
の
］
雪
Ｃ
回
の
ロ
一
一
ｍ
ｍ
目
の
亘
の
勺
曾
＆
己
一
一
：
丙
の
再
関
の
、
胃
・
□
【
一
国
⑬
Ｐ
の
・
圏
》
国
の
四
ｚ
］
君
〕
の
量
．

（
８
）
Ｐ
の
二
Ｈ
ロ
四
口
己
》
臼
四
○
・
つ
の
。
■
凹
浄

（
ｑ
〉
）
Ｐ
の
ゴ
討
口
四
口
目
・
餌
“
○
・
や
ｍ
・
民
』
・
戸

（
、
）
円
勺
・
ミ
の
⑪
（
①
Ｈ
ロ
］
囚
ロ
ロ
・
□
四
ｍ
ｍ
】
一
ｍ
ｍ
目
】
の
旨
の
勺
の
Ｈ
い
○
ロ
ー
ｎ
ケ
六
ｍ
一
Ｆ
『
の
、
宮
口
四
ロ
ゴ
ユ
の
日
『
。
□
の
⑪
の
ヨ
の
②
目
働
函
の
『
の
ご
句
、
冒
幻
国

】
②
の
頚
⑩
。
、
③
⑨
》
㈲
の
声
目
、
ロ
ロ
ロ
画
餌
○
・
・
の
。
】
い
】
・

（
、
）
田
：
日
目
ロ
マ
目
○
・
・
ｍ
・
豊
『
参
照
。

第
三
類
型
が
、
個
性
に
関
す
る
権
利
で
あ
る
。
第
一
類
型
で
は
一
般
的
行
為
自
由
お
よ
び
身
体
的
動
作
の
自
由
、
労
働
活
動
、
営
業
活
動
、
職
業

的
特
に
文
化
的
活
動
、
団
結
の
自
由
、
自
由
な
意
見
発
表
の
自
由
、
宗
教
的
倫
理
的
活
動
、
教
育
に
関
す
る
権
利
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
第
二
類

型
で
は
、
存
在
の
保
護
、
精
神
の
保
護
、
意
見
の
保
護
、
感
情
生
活
お
よ
び
霊
的
生
活
の
保
護
、
人
格
的
関
係
の
保
護
を
取
扱
っ
て
い
る
。
第
三

類
型
で
は
、
個
性
、
氏
名
、
商
号
、
商
標
、
名
誉
、
外
見
、
生
活
像
、
人
格
像
、
語
ら
れ
た
言
葉
、
書
か
れ
た
言
葉
、
私
的
生
活
、
秘
密
領
域
を

取
扱
っ
て
い
る
。
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；
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．
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２
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Ｓ
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３
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２
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６
９
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；
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（蝿基鋼）鰯迷寒くｅ抑隠蝿心黒星出韓訊や二戸●
。
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六
結
び

Ｈ
人
間
が
生
前
に
作
り
出
し
た
人
格
的
価
値
や
作
品
が
死
後
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
具
体
的
な
保
護
の
方
法
に
つ
い
て
、
通
説
、
判
例
は
、
死
後
の
人
格
権
の
存
続
を
認
め
、
一
定
の
第
三
者
に
そ
の
権
利
を

行
使
さ
せ
て
保
護
す
る
方
法
を
採
り
、
他
方
は
、
尊
崇
感
情
や
追
憶
の
保
護
に
関
す
る
遺
族
の
固
有
の
人
格
権
を
保
護
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
間
接
的
に
死
者
の
保
護
も
図
る
方
法
を
採
っ
て
い
る
。

通
説
、
判
例
の
採
る
直
接
保
護
説
に
は
、
死
後
も
人
格
権
を
存
続
せ
し
め
る
と
い
う
現
行
法
上
、
特
異
な
制
度
を
私
法
体
系
中
に

組
み
入
れ
る
た
め
の
理
論
構
成
に
難
点
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
主
体
な
き
権
利
理
論
、
制
限
的
権
利
能
力
諭
等
々
の
諸
説
が
対
立

し
何
が
支
配
的
な
学
説
か
判
定
が
難
し
い
状
態
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
も
、
ど
の
構
成
に
与
す
べ
き
か
迷
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

引
き
続
き
理
論
構
成
を
考
察
し
、
日
本
法
の
下
で
の
死
者
の
人
格
権
の
保
護
の
論
究
の
際
に
よ
り
明
解
な
理
論
構
成
を
明
ら
か
に
し

声､〆へグー、グヘ〆へグー、グー、'■、

３７３６３５３４３３３２３１３０
、-ン、一、－グ、-ンﾐーグ、-'、-〆ﾐーン

三
の
⑪
芹
の
『
目
：
Ｐ
司
口
目
門
田
ら
９
．
，
．
ｍ
の
陣

両
ワ
ロ
。

君
の
、
戸
の
『
白
目
早
司
目
滝
田
］
患
・
・
い
、
＄
。
Ｐ
の
ゴ
ロ
】
目
ロ
一
目
（
）
・
・
の
．
届
］
・

尋
巾
の
【
①
『
ロ
】
四
口
目
・
司
凹
ロ
］
両
国
】
＠
ｓ
－
，
．
＄
Ｐ

君
の
⑫
【
の
日
】
：
Ｐ
『
目
］
両
国
】
④
Ｓ
ｍ
・
ヨ
】
・

Ｚ
】
ご
己
の
『
□
の
望
。
ご
｛
】
国
璽
Ｐ
の
・
圏
四
国
の
田
ｚ
］
尋
ご
『
一
・
ｍ
．
】
⑭
『
］
。

回
す
９

二
の
の
【
の
『
ロ
】
ロ
ロ
ニ
句
凹
曰
丙
Ｎ
ｇ
ｇ
》
ゆ
思
〆
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た
い
。
そ
れ
以
外
の
個
別
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
保
護
範
囲
、
保
護
期
間
、
請
求
権
者
お
よ
び
順
位
、
救
済
の
内
容
に
つ
い
て
も

学
説
の
対
立
は
あ
っ
た
が
、
理
論
構
成
の
問
題
に
比
べ
る
と
必
ず
し
も
困
難
な
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
、
引
き
続
き
判
例
の
集
積
や

学
説
の
展
開
に
よ
っ
て
細
部
に
わ
た
る
問
題
が
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
間
接
保
護
説
は
、
元
来
、
現
行
私
法
体
系
内
で
の
解
決
を
考
え
て
お
り
、
理
論
構
成
上
の
困
難
は
生
じ
な
い
。

た
だ
具
体
的
な
点
で
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
理
論
構
成
の
難
点
を
回
避
し
う
る
点
は
、
こ
の
説

の
長
所
で
は
あ
る
。

口
し
か
し
、
死
者
の
人
格
の
保
護
と
い
う
目
的
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
効
果
的
な
保
護
を
与
え
う
る
か
と
い
う
実
際
的
な
観
点
か

ら
比
較
考
察
し
た
結
果
は
直
接
保
護
説
の
方
が
秀
れ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
間
接
保
護
説
に
よ
っ
て
は
、
直
接
保
護
説
と
同
程

度
の
実
際
的
な
効
果
を
期
待
し
え
ず
、
死
者
の
人
格
の
保
護
と
い
う
目
的
か
ら
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
遺

族
の
固
有
の
人
格
権
の
保
護
を
通
じ
て
は
、
死
者
の
完
全
な
人
格
保
護
は
実
現
さ
れ
え
な
い
。

ま
ず
、
死
者
の
利
益
は
、
遺
族
等
の
利
益
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
ず
、
対
立
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
死
者

の
人
格
が
適
族
等
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
理
論
的
に
死
者
の
人
格
（
権
）
と
遺
族
等
の
人
格
権
は
区

別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
実
際
上
も
両
者
の
利
害
が
一
致
す
る
場
合
に
し
か
死
者
の
保
護
は
期
待
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
で
、
間

接
保
護
説
は
、
死
者
の
人
格
侵
害
が
遺
族
等
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
に
な
る
と
き
に
し
か
保
護
を
与
え
ず
、
ま
た
両
者
の
利
害
が
一

致
し
な
い
と
き
お
よ
び
遮
族
等
が
不
存
在
の
と
き
に
は
、
保
謹
の
途
が
全
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
死
者
の
人
格
権
そ
の
も
の
の

保
謹
を
目
指
す
直
接
保
護
説
は
、
両
者
の
利
害
の
不
一
致
や
遺
族
等
に
よ
る
侵
害
さ
ら
に
は
、
遺
族
等
の
不
存
在
に
対
処
す
る
た
め

に
指
定
に
よ
る
請
求
権
者
を
認
め
て
死
者
の
保
護
に
万
全
を
期
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
両
者
の
利
害
が
一
致
す
る
場
合
で
も
、
死
者
に
対
す
る
侵
害
が
、
当
然
に
遺
族
等
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
に
な
る
と
は
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死
者
の
保
護
と
い
う
点
で
は
、
直
接
保
護
説
で
な
け
れ
ば
、
十
分
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
が
、
直
接
保
護
説

を
採
る
最
大
の
理
由
で
あ
る
。

曰
存
続
す
る
人
格
権
は
、
一
般
的
人
格
権
と
解
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
が
、
中
に
は
、
個
別
的
人
格
権
と
解
す
る
説
も
あ
っ

た
。
こ
の
点
は
、
一
般
的
人
格
権
と
い
う
包
括
的
な
概
念
を
知
ら
な
い
我
が
法
制
に
と
っ
て
は
注
目
に
値
す
る
。

四
死
者
の
保
護
と
し
て
は
、
理
論
的
に
損
害
賠
償
（
慰
謝
料
を
含
め
て
）
は
認
め
ら
れ
な
い
。
損
害
賠
償
は
、
遺
族
の
固
有
の

人
格
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
で
し
か
な
い
。
不
作
為
請
求
権
や
妨
害
排
除
請
求
権
は
、
言
論
の
自
由
等
の
理
由
で
否
定
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
間
接
的
な
い
し
事
実
上
、
死
者
の
人
格
保
護
と
し
て
も
機
能
す
る
遺
族
の
人
格
権
侵
害
を
根
拠
と
す
る
損

害
賠
償
請
求
に
依
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
通
説
も
、
こ
の
遺
族
の
固
有
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
併
存
的
に
認
め
て
い
る

死
者
の
人
格
保
護
の
手
段
と
し
て
、
不
作
為
請
求
権
や
妨
害
排
除
請
求
権
の
機
能
す
る
余
地
は
必
ら
ず
し
も
小
さ
く
な
い
。
著
作

限
ら
な
い
。
死
者
へ
の
侵
害
が
、
ど
の
範
囲
で
遺
族
等
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
と
な
る
か
は
狭
く
解
し
た
り
広
く
解
し
た
り
種
々
に

構
成
で
き
る
。
最
大
限
広
く
解
し
て
も
直
接
保
護
説
に
は
及
ば
な
い
が
、
た
と
え
ば
死
者
の
生
活
像
を
歪
曲
す
る
小
説
中
に
遺
族
等

の
名
が
出
た
時
に
は
じ
め
て
適
族
の
人
格
権
侵
害
と
し
て
救
済
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
よ
り
狭
く
な
り
、
ま
た
、
死
者

（
た
と
え
ば
、
不
具
の
子
）
の
私
的
生
活
の
侵
害
が
同
時
に
遺
族
（
母
親
）
の
私
的
生
活
の
侵
害
に
な
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
遺
族

の
私
的
生
活
侵
害
と
し
て
救
済
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
一
段
と
保
護
の
範
囲
は
狭
く
な
る
。
つ
ま
り
、
死
者
へ
の
侵

害
が
遺
族
等
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
に
な
る
場
合
を
狭
く
解
す
れ
ば
、
間
接
保
護
説
は
、
死
者
の
保
護
制
度
と
し
て
の
独
自
の
意
義

を
失
う
。

認
め
て
い
る
。

直
接
保
護
説
は
、
さ
ら
に
、
死
者
の
存
続
す
る
人
格
権
保
護
と
な
ら
ん
で
、
遺
族
等
の
固
有
の
人
格
権
侵
害
の
保
謹
も
併
存
的
に
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者
人
格
権
、
肖
像
権
、
氏
名
権
と
い
う
個
別
的
人
格
権
の
場
合
は
、
明
文
を
も
っ
て
不
作
為
請
求
等
の
救
済
が
承
認
さ
れ
て
き
た
領

域
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
救
済
の
働
く
余
地
が
大
き
い
。
ま
た
、
人
格
像
、
生
活
像
の
歪
曲
や
私
事
の
暴
露
等
に
よ
る
場
合
も
、
死
者

の
社
会
的
評
価
の
低
下
や
遺
族
な
い
し
世
人
の
追
憶
の
段
損
の
形
を
と
る
場
合
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
取
消
請
求

（
１
）

に
よ
る
救
済
の
余
地
が
大
き
い
。
ま
た
、
侵
害
行
為
が
、
出
版
等
の
形
を
と
る
場
合
も
、
出
版
や
頒
布
の
禁
止
と
な
ら
ん
で
、
こ
の
著

書
の
執
筆
の
意
図
や
経
過
あ
る
い
は
、
実
在
の
人
物
と
は
無
関
係
で
あ
る
旨
の
説
明
文
付
き
で
出
版
を
認
め
る
よ
う
な
救
済
も
考
慮

反
論
権
に
つ
い
て
は
、
死
者
の
人
格
侵
害
に
対
す
る
救
済
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
｜
般
的
に
、
人
格
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
手
段

と
し
て
、
そ
の
可
能
性
お
よ
び
有
効
性
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
稿
で
発
表
の
予
定
で
あ
る
。

結
局
、
我
々
は
、
死
者
の
人
格
の
真
の
保
謹
の
た
め
に
は
、
直
接
保
護
説
に
よ
る
方
法
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

そ
の
線
に
沿
っ
た
、
我
が
法
制
の
下
で
の
死
者
の
人
格
権
保
護
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

の
余
地
が
あ
る
。

（
１
）
、
の
四
》
□
風
・
『
．
⑦
．
←
・
己
忌
》
シ
［
三
ｓ
『
一
・
⑩
。
＆
『
〕
．
な
お
、
取
梢
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る

名
誉
毅
損
的
主
張
の
取
消
請
求
権
に
つ
い
て
」
琉
大
法
学
第
二
五
号
一
頁
以
下
参
照
。

注

（
昭
和
五
十
五
年
六
月
三
日
脱
稿
）


